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第1章 河川整備計画の目標に関する事項 

第1節 流域及び河川の概要 

1. 流域の概要 

淀川水系淀川左岸ブロックは、生駒山系にその源を発し、淀川左岸に注ぎ込む天野
あ ま の

川
がわ

、穂
ほ

谷川
たにがわ

、船
ふな

橋川
はしがわ

の 3 つの一級河川の流域から構成されます。流域面積は、それぞれ天野川が 51.3 km²（うち藤とう田川だ が わ

が

2.7 km²、北川が7.4 km²、前川が4.5 km²）穂谷川が14.4 km²、船橋川が8.7 km²となっており、流路延
長は天野川が17.2 km(指定延長14.9km)、穂谷川が10.0km (指定延長7.8km)、船橋川が7.5km (指定
延長5.2km) 藤田川が1.5 km(指定延長1.0km)、北川が2.8km (指定延長1.3km)、前川が2.9km (指定
延長0.7km) となっています。 
流域は枚方市

ひ ら か た し

、交野市
か た の し

、四條畷
しじょうなわて

市
し

、大東市
だ い と う し

、東大阪市
ひがしおおさかし

、奈良県生駒市
い こ ま し

、京都府八幡市
や わ た し

、京
きょう

田辺市
た な べ し

の 8

市にまたがり、その大部分は京阪奈
けいはんな

丘陵と呼ばれる丘陵地帯と生駒山地からなり、かつては流域全体に

棚田
た な だ

や溜池、湿地も多く分布していました。 
昭和 40 年頃からの高度経済成長を契機に、大阪と京都を結ぶ主要な交通が集中している下流部から
宅地開発などによる急激な都市化が進み、現在では上流の山地付近まで都市化が進んでいます。 

     

              

  
                   

一級河川 淀川水系 天野川 

流 域 面 積    51.3km² 

指定区間延長   14.9km 

一級河川 淀川水系 穂谷川 

流 域 面 積    14.4km² 

指定区間延長    7.8km 

一級河川 淀川水系 船橋川 

流 域 面 積     8.7km² 
指定区間延長    5.2km 

図- 1.1 淀川左岸ブロック位置図 図- 1.2 淀川左岸ブロック流域図 
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2. 流域の特性 

(1)自然環境特性 

 1) 地形・地質 

淀川水系淀川左岸ブロックの地形は、生駒
い こ ま

西麓地
せいろくち

と呼ばれる山地地形や京阪奈
けいはんな

丘陵の一部である枚方

丘陵からなり、起伏に富んだ地形となっています。 

地質は、天野川、穂谷川の上流部では新領家帯
しんりょうけたい

に属する花崗岩
かこうがん

地帯及び大阪層群からなり、特に天野

川の磐
いわ

船峡
ふねきょう

、交野山
こうのさん

では岩盤が露出しています。船橋川や天野川、穂谷川の下流部では、主に花崗岩
かこうがん

の

風化堆積した地形により構成されています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2) 気候 

気候は、瀬戸内式気候に属し、流域内の大阪管区気象台枚方観測所における昭和 58年～平成24年の年

平均気温は約16℃と温暖で、年間降水量は約1,360mm（全国平均約 1,700mm）であり、降水量を月別に見

ると、梅雨期の6月において約190mm、台風期の9月において約168mmと多くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図- 1.5 枚方観測所の気温と降水量（平成元年から平成24年までの24年間） 出典：気象庁HP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
図- 1.6 枚方観測所の月別降水量・平均気温（平成元年から平成24年までの24年間）出典：気象庁HP 
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図- 1.3 地形図 

出典：「地形分類図」 

   「改訂・近畿地方の保護上重要な植物」（1995年） 

図- 1.4 地質図 
出典：「近畿地方土木地形図」（1981年） 
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 3) 自然環境 

① 天野川 

下流部は主に市街化された中を貫流
かんりゅう

して淀川に注いでいます。コンクリートブロック積護岸で整備された河
か

道
どう

内には、洲
す

が形成されており、瀬や淵
ふち

がわずかに見られます。洲にはセイタカアワダチソウやヨシ、ススキ類が繁茂
はんも

しており、淵にはコイやギンブナ等が多く見られます。また、流れの緩やかな淵にはカルガモやサギ類も見られ、

その中には大阪府レッドデータブック 1)の準絶滅
じゅんぜつめつ

危惧
き ぐ

種
しゅ

2)のチュウサギも確認されています。 

中流部は金剛
こんごう

生駒
いこま

紀
き

泉
せん

国定
こくてい

公
こう

園
えん

内を流れており、豊かな自然環境が残されています。ー部の水衝部
すいしょうぶ

に石積やコ

ンクリートブロック積護岸が整備されている程度で、川は蛇行
だこう

しながら流下し、河床
かしょう

は岩や礫
れき

で構成されています。

淵や岩の周辺にはカワヨシノボリ等が見られ、川沿いの河畔
かはん

林
りん

ではウグイス、カワラヒワがよくみられ、早瀬
はやせ

には

へビトンボ、ミズムシ等が数多くみられます。 

上流部は主にコンクリートブロック積護岸で整備され、遠景に山並みの見える田園風景の中を緩やかに蛇行して

流れています。河道内にはヨシなどによる植物帯が形成され、この中ではトウヨシノボリやカワヨシノボリが確認

されています。また、川底の砂地にはハッチョウトンボ、ユスリカ等が見られ、水際部のヨシに固まれた小さな洲

にはカルガモ、クサガメがよく見られます。 
天野川支川の藤田川、北川及び前川はともに、河岸の際まで住宅が密集している市街地の中を貫流して天野川に

注いでいます。コンクリートブロック積護岸で整備された河道は、水深は浅く流れは緩やかで、単調な平瀬で形成

されています。 
藤田川は、護岸前面にはツルヨシ、ヒメガマ、ジュズダマ等が繁茂し、ハクセキレイなどの鳥類が確認されてい

ます。 
北川は、護岸前面にはツルヨシやカナムグラ等が繁茂し、コサギやハクセキレイなどの鳥類が確認されています。

水際の植生部や淵では、オイカワやモツゴ、カダヤシなどの魚類や、底生動物としてユスリカやナミミズミミズ等

が見られますが、希少種は確認されていません。 
前川は、護岸前面にはヒメガマ、ジュズダマ等が繁茂し、アオサギなどの鳥類が確認されています。水際の植生

部では、オイカワやヌマムツなどの魚類や、底生動物としてコカゲロウ等が見られますが、希少種は確認されてい

ません。 

② 穂谷川 

下流部は堤防の際まで住宅が密集している市街地の中をコンクリートブロック積護岸で整備され、湾曲し、淀川

へ注いでいます。護岸前面にはヨシ等が繁茂し、洲
す

や淵
ふち

が連続しています。その周辺にはオイカワ、タモロコ等が

見られ、植物帯ではトウヨシノボリがよく見られます。また、馬場前
ば ば さ き

橋
ばし

上流付近ではカワセミや環境
かんきょう

指標
しひょう

3)にな

っているアキタクロナガオサムシも確認されています。 

中流部は右岸側の府営山田池公園にクヌギ、コナラ、クス等の樹木が繁茂し、覆土
ふくど

を施し植生を復元させた緩
かん

傾斜
けいしゃ

の護岸が整備され、緩やかに蛇行
だこう

して流下しています。河
か

道
どう

内の法面や連続して形成された洲
す

にはヨシ、セイタカ

アワダチソウ、クズ等が繁茂し、落差工下流側の深掘れした箇所や淵
ふち

等にタモロコ、ギンブナ等や、底生動物とし

てサホコカゲロウ、石
せき

礫
れき

面や藻の中にユスリカ等、水際ではダイサギ、アオサギ、コガモ等が見られ、河川から少

し離れた田畑等ではキジ、キジバト、メジロなどが確認されています。 

上流部は田園風景の中をやや湾曲しながら流下しています。両岸にはモウソウチク、コナラ、クロガネモチ等を

主とした河畔林が枚方市立杉中学校付近まで連続しており、この河畔林の中ではオオヨシキリ、カワウ、カワセミ

の営巣が、昆虫類では環境
かんきょう

指標
しひょう

になっているチッチゼミが確認されています。河道内に形成された淵や深掘れし

た箇所でコイ、ギンブナ等が確認され、底生動物ではツヤユスリカ、早瀬
はやせ

にサホコカゲロウ等が確認されています。 

③ 船橋川 

船橋川は大きく蛇行しながら淀川に注いでいます。緩
かん

勾配
こうばい

のブロック張護岸や、河道内に形成された洲にはクズ、

カナムグラ、セイタカアワダチソウがよく繁茂し、取水堰
しゅすいぜき

・落差工下流部の深掘れした箇所や淵などにコイ、ギン

ブナ等がみられ、水際にはカワセミ、コサギ、アオサギ等が確認されています。中・上流部ではコサギ、アオサギ

の他、カワセミや準絶滅
じゅんぜつめつ

危惧
き ぐ

種
しゅ

のチュウサギも確認されています。 

コナラ

藤田川

前川

北川

穂谷川

船橋川

天野川

 
1) 大阪府レッドデータブック：大阪府における保護上重要な野生生物について記載したデータブック 

 2) 準絶滅危惧種：現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては、より危険度の高い絶滅危惧に移行する可能性のある種 

 3) 環境指標：生態学的によく研究され、生息できる環境条件が限られていることが判明している生物 

①植生 

図- 1.7 植生図  出典：環境省HP 第6・7回自然環境保全基礎調査 植生調査GIS 

写真出典：「日本の野草」発行 山と渓谷社 

アベマキ
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図- 1.8 魚類調査地点  写真出典：「原色淡水魚類検索図鑑」発行 北隆館 

                  「川の生物事典」発行 山海堂 

               

アユ

ギンブナ

カワヨシノボリ

表- 1.１魚類確認状況 

A

D

E

F

G H

I2

I

J

K

： 魚類調査地点

B
C

藤田川
前川

北川

穂谷川

船橋川

天野川

②魚類 
A A B A B A B C D E C D E C D E C D E C D E C D E

※1

ｺｲ科 ｵｲｶﾜ － － ○ ○ ○ ○

ﾀﾓﾛｺ － 要注目種 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾓﾂｺﾞ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｺｲ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾆｺﾞｲ － －

ｺｳﾗｲﾆｺﾞｲ － －

ｷﾞﾝﾌﾞﾅ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｲﾄﾓﾛｺ － 準絶滅危惧種

ｺｳﾗｲﾓﾛｺ － 要注目種

ｶﾏﾂｶ － 要注目種

ｶﾜﾑﾂ － A型は絶滅危惧Ⅰ類 ○ ○

ﾇﾏﾑﾂ － －

ｶﾜﾑﾂB型 － －

ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ 絶滅危惧ⅠB類 － ○ ○

ﾀｲﾘｸﾊﾞﾗﾀﾅｺﾞ － － ○ ○

ｷﾝｷﾞｮ － － ○

ﾊｾﾞ科 ﾂﾏﾖｼﾉﾎﾞﾘ － 情報不足 ○ ○ ○ ○

ｶﾜﾖｼﾉﾎﾞﾘ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾄｳﾖｼﾉﾎﾞﾘ － － ○ ○ ○ ○

ﾄﾞﾝｺ － 要注目種 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾄﾞｼﾞｮｳ科 ﾂﾏﾄﾞｼﾞｮｳ(ｱﾂﾞﾒﾄﾞｼﾞｮｳ) ※2 絶滅危惧Ⅱ類

ﾄﾞｼﾞｮｳ － 絶滅危惧Ⅱ類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｶﾑﾙﾁｰ － －

ｷﾞｷﾞ科 ｷﾞｷﾞ － 準絶滅危惧種

ｳﾅｷﾞ科 ｳﾅｷﾞ － －

ﾀｳﾅｷﾞ科 ﾀｳﾅｷﾞ 絶滅危惧ⅠB類 － ○ ○

ｱﾕ科 ｱﾕ － －

ｶﾀﾞﾔｼ科 ｶﾀﾞﾔｼ － －

ｸﾞｯﾋﾟｰ － －

ﾅﾏｽﾞ科 ﾅﾏｽﾞ － －

ｻﾝﾌｨｯｼｭ科 ｵｵｸﾁﾊﾞｽ(ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽ) － － ○

ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ － －

ﾄﾞﾝｺ科 ﾄﾞﾝｺ － 要注目種 ○ ○ ○ ○

ﾒﾀﾞｶ科 ﾒﾀﾞｶ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※1：平成4年

※2：絶滅のおそれのある地域個体群

平成13年
11月

平成18年
11月

平成24年
10月

平成18年11月 平成24年10月
平成3年

11月

分 類 名 称
環境省

レッドブック
大阪府レッド
データブック

穂谷川船橋川

B

平成3年7月

未確認 確認未確認 未確認

平成8年10月 平成8年11月 平成13年3月

F G H I J K F G H I J K F G H I I2 J K I2 F G H I I2 J K F G H I I2 J K

※1

ｺｲ科 ｵｲｶﾜ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾀﾓﾛｺ － 要注目種 ○ ○ ○ ○

ﾓﾂｺﾞ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｺｲ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾆｺﾞｲ － － ○ ○

ｺｳﾗｲﾆｺﾞｲ － － ○

ｷﾞﾝﾌﾞﾅ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｲﾄﾓﾛｺ － 準絶滅危惧種 ○

ｺｳﾗｲﾓﾛｺ － 要注目種 ○

ｶﾏﾂｶ － 要注目種 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｶﾜﾑﾂ － A型は絶滅危惧Ⅰ類 ○ ○ ○

ﾇﾏﾑﾂ － － ○ ○ ○ ○ ○

ｶﾜﾑﾂB型 － － ○

ｹﾞﾝｺﾞﾛｳﾌﾞﾅ 絶滅危惧ⅠB類 －

ﾀｲﾘｸﾊﾞﾗﾀﾅｺﾞ － －

ｷﾝｷﾞｮ － － ○

ﾊｾﾞ科 ﾂﾏﾖｼﾉﾎﾞﾘ － 情報不足 ○ ○

ｶﾜﾖｼﾉﾎﾞﾘ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾄｳﾖｼﾉﾎﾞﾘ － － ○ ○ ○

ﾄﾞﾝｺ － 要注目種 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾄﾞｼﾞｮｳ科 ﾂﾏﾄﾞｼﾞｮｳ(ｱﾂﾞﾒﾄﾞｼﾞｮｳ) ※2 絶滅危惧Ⅱ類 ○

ﾄﾞｼﾞｮｳ － 絶滅危惧Ⅱ類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｶﾑﾙﾁｰ － － ○

ｷﾞｷﾞ科 ｷﾞｷﾞ － 準絶滅危惧種 ○

ｳﾅｷﾞ科 ｳﾅｷﾞ － － ○ ○

ﾀｳﾅｷﾞ科 ﾀｳﾅｷﾞ 絶滅危惧ⅠB類 －

ｱﾕ科 ｱﾕ － － ○

ｶﾀﾞﾔｼ科 ｶﾀﾞﾔｼ － －

ｸﾞｯﾋﾟｰ － －

ﾅﾏｽﾞ科 ﾅﾏｽﾞ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｻﾝﾌｨｯｼｭ科 ｵｵｸﾁﾊﾞｽ(ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽ) － － ○ ○ ○ ○ ○

ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾄﾞﾝｺ科 ﾄﾞﾝｺ － 要注目種 ○ ○ ○ ○

ﾒﾀﾞｶ科 ﾒﾀﾞｶ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※1：平成15年度

※2：絶滅のおそれのある地域個体群

確認 未確認 確認

分 類 名 称
環境省

レッドブック
大阪府レッド
データブック

天野川

「水辺の国勢調査 平成4年3月」
平成3年7月 平成8年10月 平成13年9月 平成18年11月 平成24年10月

出典：「一級河川芥川外多自然型護岸検討委託報告書」平成4年3月
「一級河川穂谷川ふるさとの川整備計画策定業務報告書」平成9年3月
「一級河川千里川外多自然型護岸検討委託報告書」平成9年3月
「一級河川箕面川外多自然型護岸検討委託報告書」平成10年3月
「一級河川天野川外多自然型護岸検討委託報告書」平成13年12月
「一級河川天野川水辺環境調査委託(日の出橋～八幡橋)報告書」平成15年9月
「一級河川穂谷川外多自然型護岸検討委託報告書」平成19年2月
「河川水辺環境調査業務」平成24年
「環境省レッドリスト」平成19年8月
「大阪府レッドデータブックー」平成12年3月

が確認

が確認

表 保護上重要な野生生物のカテゴリー

評価をするだけの情報が不足している種

注目を要する種

備考

絶滅の危機に瀕している種

絶滅の危険が増大している種

存続基盤が貧弱な種

絶滅危惧Ⅰ類

絶滅危惧Ⅱ類

純絶滅危惧

情報不足

要注目

区分
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表- 1.2 底生動物確認状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                       図- 1.9 鳥類調査地点図  

 

‐ 
天野川 穂谷川 

船橋川 
下流 中流 上流 下流 中流 上流 

種数 
48 

（27）※ 

61 

（20）※ 

46 

（21）※ 

38 

（9）※ 

34 

（15）※ 

49 

（18）※ 

45 

（15）※ 

大阪府 

RDB記載種 
ヒメモノアラガイ - 

カワニナ、チリメ

ンカワニナ、ヒラ

モノアラガイ 

- カワニナ - 

外来種 

アメリカナミウズムシ アメリカザリガニ 
アメリカザリガニ、

アメリカツノウズ

ムシ、サカマキガ

イ、スクミリンゴガ

イ、フロリダマミズ

ヨコエビ 

アメリカツノウズ

ムシ、アメリカザ

リガニ、サカマキ

ガイ、フロリダマ

ミズヨコエビ 

- 
アメリカザリガ

ニ、サカマキガイ 

‐ サカマキガイ 

アメリカツノウズ

ムシ、アメリカナ

ミウズムシ 

‐ 

アメリカツノウ

ズムシ、アメリカ

ナミウズムシ、フ

ロリダマミズヨ

コエビ 

カワニナ 

オオヨシキリ カワセミ カワウ

出典：「一級河川穂谷川ふるさとの川整備計画策定業務報告書」平成9年3月
「一級河川天野川測量および予備設計委託」平成7年3月
「船橋川ルネッサンス計画委託報告書」平成4年2月
「環境省レッドリスト」平成24年10月
「大阪府における保護上重要な野生生物ー大阪府レッドデータブックー」平成12年3月
写真「川の生物事典」発行 山海堂

コサギ、アオサギ

カワセミ、カルガモ、コサギ

オオヨシキリ

カワセミ

アオサギ
平成13年7月

オオヨシキリ

オオヨシキリ、カワウ

カワセミアオサギ、コサギ、カルガモ
平成13年7月、8月

カワヒラ
平成13年7月

藤田川
前川

北川

穂谷川

船橋川

天野川

④鳥類 ③底生動物 

（平成24年調査結果） 

※（ ）の数値は2006年（Ｈ18）の結果 

出典：「一級河川 天野川外河川水辺環境調査業務委託」 

チリメンカワニナ ヒメモノアラガイ ゲンジボタル 

カワラヒワ 
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※環境省レッドリスト、大阪府レッドデータブック該当なし 

出典：第四回自然環境保全基礎調査 

大阪府自然環境情報図 

        図－1.11ほ乳類分布図 

出典：「第二回自然環境保全基礎調査」 （1981年） 環境庁  

藤田川
前川

45

14
3

54.65

48

26

27

2

2

54

27
5

26,45

14,20,105

3
6

26,54

105

数字は表の記号と整合する

北川

穂谷川

船橋川

天野川

タガメ

写真出典：「大阪の自然ガイドブック」
発行 農林水産振興事業委員会

写真出典：「大阪府トンボ図鑑」HPより

ナニワトンボ

⑤昆虫類 ⑥ほ乳類 

図-1.10 昆虫類確認状況図 

 記号 種名 選定基準 環境省レッドリスト 大阪府レッドデータブック

2 ムカシヤンマ 指 － 準絶滅危惧

3 ハッチョウトンボ 指 － 準絶滅危惧

5 タガメ 指 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

6 ハルゼミ 指 － －

14 ベニイトトンボ D － －

20 アオヤンマ D・G － 絶滅危惧Ⅱ類

21 オオルリボシヤンマ G － 準絶滅危惧

24 オオエゾトンボ D － －

26 ヨツボシトンボ D － －

27 ナニワトンボ D・G 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

45 アオマツムシ G － －

48 タイワンカンタン G － －

54 オオクロカメムシ D － －

65 チッチゼミ G － －

105 アメリカジカバチ G － －



第 1章 河川整備計画の目標に関する事項 

 

 - 7 -

(2)社会環境特性 

 1) 人口 

流域市の人口（平成 22年国勢調査）は、約 66万人、世帯数は約 27万世帯です。昭和 55年以降、
平成12年あたりをピークに増加傾向にありましたが、近年は漸増か横ばいで推移しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図- 1.12流域内市町の人口推移（昭和55年～平成22年） 

                出典：：「国勢調査」（昭和55年～平成22年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) 産業 

流域市の産業構造は、概ね同様の構造が見られます。平成22年国勢調査の就業者人口は、卸売り、飲
食店、サービス業等の第3次産業が74.6％、製造業等の第2次産業が24.8％を占め、農業等の第1次産
業は0.6％と近年も減少傾向にあり、産業全体に占める割合は非常に低い傾向にあります。 
工業は、平成に入り、事業所数や従業者数、製造出荷額は減少してきています。 
産業分類別でみると、事業所数の減少が目立つのは枚方市で繊維工業、金属製品製造業、交野市で繊維

工業、四條畷市で金属製品製造業、一般機械器具製造業となっています。その他、枚方市の特産物として、

江戸初期
し ょ き

天和
て ん な

年間以来、東部地域を中心に農家の副業として家計収入を支えてきた河内
か わ ち

そうめん業、300
年以上の歴史を持つ枚方の酒造業などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 図- 1.13 産業別就業者割合推移 

    出典：大阪府統計年鑑「市町村、労働力状態、産業（大分類）別15歳以上就業者
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①農業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図- 1.14 農家数の推移 資料:「大阪の農業」「世界農林業センサス」「農業センサス」 

②工業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図- 1.15 工業関連の事業所数、従業者数及び出荷額 出典：経済産業省「工業統計調査」 
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③商業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 1.16 商業関連の事業所数、従業員数及び年間商品販売額 出典：経済産業省「商業統計調査」 

 3) 土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表- 1.3 土地利用面積推移表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

土地利用状況は、下流部では市街地、中流部では田畑、上流部では生駒山地の山林となっています。

土地利用の推移としては、昭和30年頃までは、古い集落が点在する以外は、田畑や原野、山地が大部分
を占めていました。昭和30年代に入ると京阪電鉄本線沿線を中心に宅地開発が急激に進みました。高度
成長期に入る昭和41年頃からは、人口の増加に伴い下流部が市街化され、加えて上流部の山地も宅地開
発され始めました。下流部の田畑は市街地の拡大に伴い減少傾向にあり、近郊緑地の減少も目立ってき

ています。 

出典：国土交通省HP「国土交通省国土政策局 国土数値情報」

S51年土地利用状況図 H18年土地利用状況図

図- 1.17 土地利用状況図（H18） 出典：国土交通省HP「国土交通省国土政策局 国土数値情報」 
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 4) 歴史・文化・観光 

淀川左岸ブロックでは、磐
いわ

船
ふね

街道、東高野街道、京街道が走り、磐船街道と東高野街道が交差する郡津
こ う づ

付

近では郡衙
ぐ ん が4）があったとされ、さらに下流の禁

きん

野
や

周辺は貴族の遊猟地であったことが知られています。枚

方は江戸時代に宿場町として指定されるなど、淀川水運の中継港として栄えました。枚方浜あたりでは、

三十石船の乗客に向かって小舟を漕ぎ寄せ「くらわんか、ごぼう汁、あん餅くらわんか」などと野卑な言

葉を投げかけ、酒や食べものを売りつける「くらわんか舟」が有名でした。近代に入ると国道 1号が整備
されるなど、古来より交通の要衝となっています。また、国宝木造薬師如来坐像(獅子窟寺

し し く つ じ

)をはじめ、多
くの歴史文化遺産が残されています。 

天野川では古来低湿地で稲作が行われており、稲作を讃
たた

えて「甘
あま

野川
の か わ

」と呼ばれていましたが、河床の

小石が輝いて見えたことから、銀河になぞらえ「天の川」と名付けられたといわれています。周辺には、

七夕にゆかりのある史跡が多数点在し、七夕祭りが盛んな地域となっています。 

また明治時代には、天野川の水源地において、全国に先駆け砂防事業が行われており、当時の砂防技術

の高さを示す石積みの落差工や堰堤
えんてい

が残されています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              図- 1.18 文化財位置図 

 【歴史・文化】 
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表- 1.4 文化財一覧 

 
4) 郡衙：日本の古代律令制度の下で、郡の官人（郡司）が政務を執った役所。 

指定区分 指定名称
位置図
番号

指定区分 指定名称
位置図
番号

枚方市 国指定 片埜神社本殿 1 交野市 国指定 北田家住宅 20

牧野車塚古墳 2 山添家住宅 21

百済寺跡 3 木造阿弥陀如来立像（蓮花寺） 22

禁野車塚古墳 4 木造薬師如来坐像（獅子窟寺） 23

厳島神社末社春日神社本殿 5 府指定 弘安地蔵菩薩 24

府指定 片埜神社東門・南門・石造灯籠 1 市指定 薬師如来座像・千体仏（薬師寺） 25

枚方田中邸のむく 6 十一面観音立像（星田寺） 26

田口山弥生時代遺跡 7 指定無し 東高野街道 27

正俊寺石造十三重塔 8 明遍寺 28

伝王仁墓 9 長宝寺後（郡津神社） 29

旧田中家主屋・鋳物工場 10 私部城跡 30

釈尊寺木造釈迦如来立像 11 機物神社 31

市指定 廃渚院観音寺鐘楼・鐘梵 12 神宮寺遺跡 32

和田寺木造薬師如来立像 13 開元寺跡 33

意賀美神社算額 14 岩倉開元寺跡 34

清泰寺木造普賢菩薩坐像・文殊菩薩坐像 15 寺古墳群 35

銅造誕生釈迦仏立像 16 東車塚古墳 36

三之宮神社の湯釜 17 森古墳群 37

大聖寺薬師堂内厨子 18 須弥寺 38

村野村高礼場 19 磐船神社 39

星田妙見宮（小松神社） 40

徳川家康陣営跡 41

尺治川・天野川砂防堰堤 42

四條畷市 府指定 住吉神社の石槽 43

指定無し 田原城跡 44
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－枚方市－ 

 

1. 片埜神社本殿(国指定重要文化財) 

 片埜神社は、牧郷一之宮として古くから崇敬を集めた式内社です。三間社流造檜皮

葺の本殿は慶長7年(1602)豊臣秀頼が片桐宜元を奉行として造営したもので、桃山

時代の華やかな様式をよく残しています。昭和25年重要文化財に指定。 

 

 片埜神社東門・南門・石造灯籠(府指定有形文化財) 

 東門は、元は棟門でしたが後世に改造され現在では小型の四脚門となっています。

建築年代は明らかでありませんが、構造形式などから室町時代後期のものと見られま

す。南門は慶長7年の本社社殿再興に続いて再建された四脚門で、近世初頭における

建立年代の明らかな数少ない遺構です。石造灯籠は、様式上鎌倉時代の遺品と見られ

ています。東門は昭和47年に、南門は52年に、灯籠は45年に、それぞれ有形文

化財に指定。 

 

2. 牧野車塚古墳(国指定史跡) 

 穂谷川左岸の台地上に立地する全長 107.5mの前方後円墳で、主軸をほ

ぼ東西にとり前方部を東に向けています。周囲に幅約10m の空濠を廻らせ、

西側から南側にかけて外堤を留めています。5世紀前半の築造と考えられて

います。大正11年史跡に指定。 

 

3. 百済寺跡(国指定特別史跡) 

東大寺大仏建立に際し、天平感宝元年(749)百済王敬福は陸奥国産出の金を

献上した功により、翌年宮内卿兼河内守に任ぜられ、以後百済王氏は中宮に住

み、百済寺を建立したと考えられています。伽藍配置は日本では他に例を見な

い形式で、新羅の寺院建築との関連が注目されます。昭和27年特別史跡に指

定され、42年には全国で初めて史跡公園として整備されました。 

 

4. 禁野車塚古墳(国指定史跡) 

天野川右岸の低地に立地する全長110mの前方後円墳で、前方部を西に向

けています。墳丘は二段築成で、葺石と埴輪が認められる。3世紀後半から4

世紀前半の築造と推定されています。 

 

 

 

5.厳島神社末社春日神社本殿(国指定重要文化財) 

 末社春日神社本殿は一間社流造檜皮葺で、本社旧本殿と伝えられています。

建築年代は明らかでありませんが、交野天神社本殿と共通する様式も見られ、

室町時代中期に遡る遺構と考えられます。昭和53年重要文化財に指定。 

 

6. 枚方田中邸のむく(府指定天然記念物) 

  河内鋳物師田中家のむくの木は、幹周5m、樹高20mあまり、樹齢600～700 

年といわれています。鋳物師とむくの木は関係が深く、むくのざらざらした葉が鋳物 

の研磨に用いられたと伝えられています。むくの木は二レ科の落葉喬木ですが、これ 

ほどの巨樹は府内でも珍しいものです。昭和45年天然記念物に指定。 

 

 

 

7. 田口山弥生時代遺跡(府指定史跡) 

  田口山遺跡は弥生時代中期後半に成立した高地性集落で、明治時代に磨製石剣が出  

土したほか、昭和15年に発掘調査され、18年顕彰規則による史跡指定以後も広い範囲で何度も発掘調査されており、 

これまで40棟以上の竪穴式住居跡や土器棺墓群が見つかっています。 

 

 

8. 正俊寺石造十三重塔(府指定有形文化財) 

  江戸時代の領主久貝家の墓所がある菩提寺で、慶安2年(1649)久貝正世が父因   

幡守正俊を弔うために創建しました。その際、久貝家領中野村(四條畷市)正法寺から 

本尊釈迦如来坐像と十三重塔を移しましだ。石造十三重塔は、風化が激しいものの、 

嘉暦2年(1327)の紀年銘が刻まれ、鎌倉時代の造立当初の姿をよく留めています。 

昭和45年有形文化財に指定。 

 

 

9. 伝王仁墓(府指定史跡) 

    藤坂の山中におに墓と呼ばれる1個の自然石があり、歯痛やおこりに霊験がありました。元和2年(1616)禁野村

和田寺の道俊は王仁の子孫と称して『王仁墳廟来朝記』を著し、藤坂村字御墓谷のおに墓は王仁墓の訛ったものと記

しました。享保16年(1731)京都の儒者並川誠所は道俊の書物をもとに、この石を王仁墓として崇敬するよう当地の

領主久貝正順に進言し、石の後方に墓碑が立てられました。こうしておに墓は王仁墓に変わりました。昭和13年顕

彰規則による史跡に指定、平成5年文化財保護条例による史跡に指定。 
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10.旧田中家主屋・鋳物工場(府指定有形文化財) 

 田中家は、河内鋳物師として代々鋳造業を営んできました。枚

方市は、枚方上之町にあった鋳物工場と主屋の寄贈をうけ、藤阪

に移築復原して旧田中家鋳物民俗資料館として開館しました。主

屋は桁行 8間・梁行 4間半、切妻造本瓦葺で、鋳物師という火

を扱う職業の性格上、建築当初から瓦葺でしだ。工場は桁行 12

間・梁行5間半、寄棟造本瓦葺で、近世の鋳物工揚として全国に

例を見ない珍しい建築遺構です。主屋の建築年代は元文 4 年

(1739)を下限とし、工場もあまり隔たりのない時期の建築と考

えられています。工場は昭和48年に、主屋は50年に府の有形文化財に指定。 

 

 

 

11.釈尊寺木造釈迦如来立像(府指定有形文化財) 

 この仏像は、京都嵯峨の清涼寺の本尊釈迦如来立像とよく似る清涼寺式の秀作の一つ

です。檜材の寄木造で、造高167cm・総高242cmを測り、鎌倉時代初期の作品と考

えられます。 

－交野市－ 

 

20. 北田家住宅(国指定重要文化財) 

   この北田家住宅は代官屋敷と呼ばれています。約1200坪もあり、  

全体に豪壮な構えです。特に日本一の長さを誇る長屋門(約56m)と主 

屋の玄関が上手に突き出た形式の民家は全国でも数少ない貴重なもの 

です。 

    元和5年(1619)、支部村の3分の2が、徳川旗本畠山修理大夫  

の知行となり、この地の代官を務めたのが北田家です。 

 

 

 

21.山添家(国指定重要文化財) 

  この住宅は江戸時代の庄屋の住居です。11代前の九左衛門平精が宝永2年(1705)に建てたものとされています。

母屋は土間の面積が広く、雨の日などは農事が広い土間で出来たであろう。今では全国でも数少ない萱葺の屋根です。 

 

  

22. 木造阿弥陀如来立像(国指定重要文化財) 

    この木造阿弥陀如来立像は、鎌倉時代の仏師、快慶の作で、建久3～14年(1192～1203) 

ごろの作と推定されています。穏やかな表情をたたえ、衣線も流れるように美しく全体に小作 

りで整っています。 

 

 

 

 

 

23. 獅子窟寺・木造薬師如来坐像(国宝) 

 国宝の木造薬師如来坐像(平安時代〉を祀っています。 

 寺伝によると、文武天皇(飛鳥時代〉の頃、修験道の開祖といわれる役
えん

小角
のおづぬ

が金

剛山からここの岩窟へ来て、薬師浄土を開いたと伝えられ、寺号は境内にある岩

が獅子のほえる口に似ていることからついたといわれています。 
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24. 弘安地蔵(府指定文化財) 

 この石仏は私市惣墓地の中にある。「弘安 4 年 4 月 15 日立之」

(1281)と刻まれているから、府下にある石仏の中では最も古い年号の

ものです。年号をとって「弘安地蔵」とよんでいます。大阪市立大学理

学部付属植物園と真向かいに位置しています。 

 

 

 

 

 

42.尺治川・天野川砂防堰堤 

 明治時代には、全国に先駆け砂防事業が行われており、当時の砂防

技術の高さを示す石積みの落差工や堰堤が残されています。 

－四條畷市－ 

 

43. 住吉神社の石槽(府指定文化財) 

 この石槽は、約 700年前に花崗岩でつくられたものです。一見古墳時代の石棺かと思われますが、底部に排水口が

あることやその形体などから浄身用の石風呂であると考えられています。府下でも数少ない貴重な考古資料です。 
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【公共・レクリエーション】 

公共・レクリエーション施設として流域内の金剛生駒紀泉国定公園内に、府民の森(くろんど
園地、ほしだ園地)が整備されています。その他、現在拡張工事中である府営山田池公園、王わ仁に公
園、我が国初の史跡公園として整備された百済

く だ ら

寺跡公園、交野市立いわふね自然の森スポーツ・

文化センターなど、流域の自然や歴史遺産を活かした施設が数多く設けられています。 

 
 

 
 
 

図- 1.19 公共・レクリエーション施設位置図 

3 

4 
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20 

18 

表- 1.5 公共施設・レクリエーション一覧 

磐船峡 

磐船峡 
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－府・その他－ 

 

○金剛生駒紀泉国定公園 

金剛生駒紀泉国定公園は、昭和 33年に金剛生駒国定公園として指定されて以来、多くの人々に親しまれて

いるが、平成 8年 10月、豊かな自然・歴史・文化資源を有する和泉葛城山系（河内長野市南西部～泉南市堀

河地区）が金剛生駒国定公園に編入され、名称も「金剛生駒紀泉国定公園」に変更された。 

 

 

1.府民の森くろんど園地 

府民の森くろんど園地は、バーベキューや飯ごう炊さんなど

野外料理のできるキャンプ場、アスレチック遊具や芝生広場な

どが整備された 105haの自然公園。 

 

 

 

 

2.府民の森ほしだ園地 

雑木林や巨大な岸壁の自然の中に吊橋やクライミングウォー

ル、森林鉄道風の歩道橋などが整備されている。 

 105ha の広い園内には、様々なハイキング道があるので、

森林浴やバードウォッチングも楽しめる。 

 
 
 
3.山田池公園 

市のほぼ中央に位置する自然豊かな府営公園である。山田池を中心に据え、周辺には深い木立、竹林の丘、

花菖蒲の咲く沼地などがあり、変化に富んでいる。また、水面に映る月には別格の趣が有り、枚方八景の一つ

となっている。 

   

 

 

4.大阪市立大学理学部附属植物園 

大学附属の研究機関として、さまざまな種類の植物を収集・育成し、研究を行い、その研究成果を社会へ還

元するとともに、その一方で多くの児童・生徒や市民の自然環境教育の場として公開して、科学知識の涵養に

資することを目的としている。 

生駒山系の西北部の一部、標高 40～120ｍに位置し淀川の支流である天野川に面する扇形上の斜面を占め、

4つの谷と 4つの尾根を含む起伏の多い地形である。山地は深部風化を受けた花崗岩を基盤として谷筋には大

阪層群に属する砂と粘土が堆積している。 
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－枚方市－ 

 

5.王仁公園 

王仁公園プールのほか、テニスコート、バレーボールコート、運動広場、相撲場等がある市立公園である。 

 

 

 

6.総合スポーツセンター 

総合体育館と陸上競技場がある。 

 
 
 
 
 
7.渚市民体育館 

平成10年2月開館。市内で初めて一般利用できる、

弓道やアーチェリーの練習場を備えている。管理、運

営は枚方体育協会。 

 

 

 

9.市民会館 

市民会館には会議室や料理教室をはじめ、（公財）枚方市文化国際財団などがある。また、1448人収容の大ホールと、

260人収容の小ホールもある。 

 

 

10.野外活動センター 

穂谷にあるキャンプレクリ工ーション施設。メインホール、テント、ロッジ、野外炊飯場、天体観測棟、アスレチック

コースなどがある。 

－交野市－ 

 

11.12.17青年の家・武道館・野外活動センター 

  スポーツ・教養・趣昧のサークル活動の場 。 

 

13.いきいきランド交野 

生涯スポーツ活動の拠点く健康の館>として子どちからお年寄りまでだれでも利用できる。市民体育館（スタードー

ム）、市民プール（わくわくプール）、市民グラウンド(星ふる広場〉などを設けている。 

 

 

14.交野いきものふれあいの里 

  交野山・白旗池の自然を活用した人と自然とがふれあえる   

施設。 

 
 
 
 
 
 
15.交野山 

  山頂には「観音岩」という大梵字が刻まれた巨岩があり、  

信仰の対象とされてきた山であることが伺える。観音岩から  

の展望は360度で、大阪・神戸・京都方面、生駒山などが 

一望できる。 

 

 

 

 

 

 

18.いわふね自然の森スポーツ・文化センター(星の里いわ

ふね) 

  プラネタリウム、キャンプ場等の天体研修センター及び野 

外活動施設を備えた自然観察の場。また、スポーツ・文化活 

動にスポーツレクリ工ーションセンターが利用できる。 
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19. 哮

たける

が峰 

20. 磐船峡(昭和16年大阪府教育委員会古文化紀念物等保存顕彰規則による指定) 

21. 鮎返しの滝 

 交野市の中央を流れる天野川は淀川に合流する。生駒を水源とし、上流は峡谷となっている。流れの段差がはげしく、

水勢にえぐられた岩間を縫うようにながれている。自然美にあふれ、野趣ゆたかなこの渓谷を磐船峡と呼ぶ。神話伝説

の「哮
たける

が峰」は「鮎返しの滝」と対峙してそびえている。 

 

 

 

－四條畷市－ 

 

24. ふれあいの森 

 府民の森「緑の文化園むろいけ園地」に隣接している。 

 北生駒山地は、豊かな自然と緑地空間であるが、昭和40年代の急激な都市化で無秩序な土砂採取が行われ、一部で

緑が失われ荒廃地となっているところがある。これまで、土砂採取の縮小指導に努め、大学の誘致や緑の文化園の整備

などで荒廃地の改善を図り、またふれあいの森やハイキング道の整備などを行ってきた。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

鮎返しの滝 哮
たける

が峰 



第 1章 河川整備計画の目標に関する事項 

 

 - 18 -

 5) 交通 

流域内は、大阪府と京都府、奈良県を結ぶ形で鉄道や幹線道路が整備されています。 
鉄道は、淀川と併走する京阪電鉄本線と生駒山地沿いに走るJR学研都市線の2路線が有り、天野川沿
いには京阪枚方市駅より分岐した京阪電鉄交野線が交野市の私市

きさいち

まで延びています。 
幹線道路は、国道1号と旧国道1号である主要地方道京都守口線が大阪方面から京都方面へ、国道163
号、168号、307号が生駒山地を横切り大阪府と奈良県・京都府を結んでいます。また、国道1号の慢性
的な渋滞を解消するため、京都府久世郡久御山町から大阪府門真市を結ぶ、第二京阪道路「緑立つ道」が

平成22年3月に全線開通し、現在、名神高速道路の交通量を緩和させるため、新名神高速道路の整備が
進められています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3. 河川の特性 

（1）天野川 

天野川下流部は、複断面形状の築堤区間となっており、川幅は約50ｍ、河床勾配は1/620～1/820程
度でコンクリートブロック積護岸が整備されていますが、淀川河川敷と連続した空間的な広さが人工的

なイメージを緩和しています。周辺に京阪枚方市駅、枚方市役所、税務署、郵便局、警察、保健所、府

民センタ一等が集中する官公庁街があり、枚方市の中心的な市街地を貫流しています。 
天野川中流部は、山付区間が多く、川幅は約20ｍ、河床勾配は1/55～1/150となっており、山間部を
蛇行しながら流下し、岩の露出した渓流景観を呈しています。また、この区間は大阪府教育委員会に指

定された「名勝磐
いわ

船
ふね

峡
きょう

」 や「府民の森ほしだ園地」「交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化セン
ター」など、休日には利用者でにぎわうレクリエーション施設が点在しています。 
天野川上流部は、川幅約 7ｍ、河床勾配は 1/130程度となっており、生駒山地を遠景とした田園風景
の中を緩やかに蛇行しながら流下しています。上流端周辺では関西文化学術研究都市田原地区の開発が

進んでいます。 
藤田川、北川、前川はともに、市街化した平野部を流下し、天野川下流部に合流しています。藤田川

は、河幅約10ｍ、河床勾配は1/240程度、北川は河幅約15ｍ、河床勾配は1/400～1/470程度、前川は

河幅5～12ｍ、河床勾配は1/300～1/350程度で、コンクリートブロック積護岸で整備されています。 

（2）穂谷川 

穂谷川下流部では、川幅は約30ｍ、河床勾配は1/250～1/740程度となっており、大部分が市街化し
た平野部を流下しています。 
穂谷川中流部では、川幅は約25ｍ、河床勾配は1/220程度となっており、府営山田池公園周辺では、
枚方市と協力しながら、下流部から続く堤防沿いの河畔林を利用した自然巡回路や桜づつみを整備して

います。また、覆土
ふくど

を施し植生を復元させた緩傾斜の護岸が整備され、河川周辺の自然環境や田園風景

にとけ込んだ空間となっています。 
 穂谷川上流部では、川幅は約15ｍ、河床勾配は1/200程度となっており、一部の区間では河畔林を伴
う堤防を利用した自然巡回路が整備され、周辺の田園風景等の自然にとけ込んだ連続性のある水辺空間

となっています。 

（3）船橋川 

船橋川の川幅は20～50ｍ、河床勾配は1/350～1/180程度となっており、コンクリートブロック積
護岸で整備されています。田畑、住宅が連なる平野部を流下し、発達した洲や高水敷

こうすいしき

には草本類
そうほんるい

を主

とした植物が繁茂しています。 
 

 

ＪＲ

京阪電車

国道

府道

高速道路

高速道路
（事業中）

凡 例

図- 1.20 主要交通網図 
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①天野川                        
 天野川の現状（環境情報図） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図- 1.21（1） 天野川の現状 
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①天野川                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 1.21（2） 天野川の現状 
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①天野川                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 1.21（3） 天野川の現状 
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①天野川                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 1.21（4） 天野川の現状 
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①天野川支川                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前川 

藤田川 

図- 1.22 天野川支川の現状 

北川 
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②穂谷川                            

 
 

図- 1.23（1） 穂谷川の現状 
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②穂谷川                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図- 1.23（2） 穂谷川の現状 
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③船橋川                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 1.24（1） 船橋川の現状 
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③船橋川                                                  

図- 1.24（2） 船橋川の現状 



第 1章 河川整備計画の目標に関する事項 

 

 - 28 -

第2節  河川整備の現状と課題 

1. 治水の現状と課題 

天野川、穂谷川、船橋川の各流域では昭和42年7月の梅雨前線による豪雨で床上浸水140戸・床下浸
水1,768戸という甚大な被害を受けました。 
その後、天野川では昭和44年に全体計画を策定し、改修を進めていますが、昭和54年、昭和58年に
台風や豪雨による床上・床下浸水等の被害が発生しています。前川では、平成7年5月の豪雨で河川施設
の被害が発生しています。 
天野川は、淀川合流点から八幡

はちまん

橋
ばし

までは、時間雨量80ミリ程度5)の降雨による洪水を安全に流下させる

ことができる河川整備、羽衣橋より上流は時間雨量 65 ミリ程度6)の降雨による洪水を安全に流下させる

ことができる河川整備が完成しています。藤田川は、昭和30年代前半に、枚方市香里ヶ丘地区の大規模
団地造成に伴い、改修が行われ、時間雨量80ミリ程度の降雨を安全に流下させることができる河川整備
が完成しています。北川は、時間雨量80ミリ程度の降雨を安全に流下させることができる河川整備が完
成しています。前川では、天野川合流点から砂子

す た こ

橋
ばし

までは、時間雨量80ミリ程度の降雨による洪水を安
全に流下させることができる河川整備が完成し、砂子橋上流において、時間雨量 50 ミリ程度7)の降雨に

よる洪水を安全に流下させることができる河川整備を実施しています。 
穂谷川は、昭和 47年 9月の台風 24号により、床上浸水 340戸、床下浸水 1200戸、学校 1校の浸水
などの被害が発生しています。その後、昭和55年に全体計画を策定し、改修が進められています。淀川
合流点から馬場前橋までは、時間雨量80ミリ程度の降雨による洪水を安全に流下させることができる河
川整備、馬場前橋から国道1号までは時間雨量50ミリ程度の降雨による洪水を安全に流下させることが
できる河川整備が完成していますが、河床低下や既設護岸の老朽化が進んでおり、その対策を行う必要が

あります。また、府営山田池公園周辺および第二京阪道路から新上
しんかみ

渡場
わたりば

橋
ばし

区間は、時間雨量50ミリ程度
の降雨による洪水を安全に流下させることができる河川整備が実施されています。 
船橋川では、昭和30年代中頃に急速な流域の都市化に伴い工業団地や住宅等の開発が行われたことに
より、昭和 30年代後半から昭和 50年代前半にかけて、工業団地等の開発計画対策事業として改修が行
われ、時間雨量80ミリ程度の降雨を安全に流下させることができる河川整備が完成していますが、河床
低下や既設護岸の老朽化が進んでおり、その対策を行う必要があります。 
このように治水対策を着実に進めていますが、未改修区間も多く残っており、改修等により洪水に対す

る安全性を向上させる必要があります。 
さらに、気候変動により計画を超える規模の降雨が発生する可能性が高まっていることや、整備途上に

おいても洪水が発生する恐れがあることから、農地の減少に伴う改廃の可能性があるため池の保全を図る
                                                   
5) 時間雨量80ミリ程度：100年に1度程度発生する恐れのある雨量（淀川左岸ブロックでは、時間雨量76.0mm、24時間雨量243.8mm）。統
計学上は、毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/100であること。 

6) 時間雨量65ミリ程度：30年に1度程度発生する恐れのある雨量（淀川左岸ブロックでは、時間雨量63.5mm、24時間雨量203.0mm）。統計
学上は、毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/30であること。 

7) 時間雨量50ミリ程度：10年に1度程度発生する恐れのある雨量（淀川左岸ブロックでは、時間雨量51.8mm、24時間雨量165.0mm）。統計
学上は、毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/10であること。 

とともに、ため池の雨水貯留機能を活用した流域対策や、洪水が発生した場合に、速やかな避難を実現す

るための地先における洪水リスク情報の提供、住民主体の防災マップづくりへの支援、降雨や河川水位等

の河川情報の提供等の取り組みが必要となっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 図- 1.25整備状況 

砂
子
橋

鳥
ヶ
坪
橋

京
阪
電
鉄
交
野
線

天
野
川

80ミリ程度対応済み 50ミリ程度対応事業中

前川

前川 

 

表- 1.6 浸水被害状況 

天野川支川 

北川 

天
野
川

80ミリ程度対応済み

出
鼻
橋

北川

穂谷川 

   
50ミリ程度 
一部未対応 

河川名 水害発生年月日 時間雨量 

（mm） 

日雨量 

（mm） 

浸水面積 

（ha） 

天野川 昭和４２年７月北摂豪雨 41.5 121 不明 

昭和５４年６月～８月豪雨 18 94 1.1 

昭和５７年７月～８月豪雨、台風１０号 54 134 2.0 

昭和５８年８月豪雨 48 49 3.3 

昭和５９年６月～７月豪雨 41 52 0.1 

穂谷川 昭和４７年９月 台風２４号 25 113 173 

船橋川 記録なし ー ー ー 

天
野
川

80ミリ程度対応済み

学
校
橋

藤田川

藤田川 
八
幡
橋

淀
川

80ミリ程度対応済み 65ミリ程度対応済み

羽
衣
橋

山付区間

トンネル区間

80ミリ程度対応済み

天野川

天野川 

淀
川

80ミリ程度対応済み

八
幡
橋

船橋川

船橋川 
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2河川の利用及び河川環境の現状と課題 

(1)水質 

 
 

天野川、穂谷川、船橋川における水質汚濁にかかわる環境基準8)は、3河川ともB類型に指定されてい

ます。平成 23年度の調査では、河川の代表的な汚濁指標とされているBOD9)75%値で、天野川の淀川合流

直前測定地点において 3.8mg/L、穂谷川の淀川合流直前測定地点において 5.1mg/L、船橋川の新登
しんのぼり

橋
ばし

上

流において4.6mg/Lとなっており、環境基準値を超えています。しかし、平成7年頃より、下水道の普

及率の向上に伴い、水質は改善傾向にあります。 

現在は、下水道の整備が進み、流域内の主要都市の下水道普及率は94％以上です。しかし、依然とし

て環境基準を達成していないことから、今後も関係機関や住民と連携して水質改善に努めていく必要が

あります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
8) 水質汚濁の環境基準：環境基本法第16条による公共用の水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護し及び生活環境を保全する

うえで維持することが望ましい基準。河川に対してはAA類型からE類型までの6種型に分類されている。 

B類型の基準値はBOD濃度3mg/L以下である 
9) Biochemical Oxygen Demand(生物化学的酸素要求量)河川等の水の有機汚濁の度合いを示す指標で、水中の有機物質が好気性微生物によって分

解される時に必要とされる酸素量から求める。75％値とは、年間観測データの値を小さいほうから並べて上位から75％パーセント目の数値で

あり環境基準への適合性の判断に用いられる。 
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図- 1.26水質調査地点図 

出典：大阪府環境保全課ＨＰ 

図- 1.27下水道普及状況 

出典：「大阪府下水道統計、大阪府ホームページ」 

図- 1.28水質（BOD75%）の変化 

出典：大阪府HP「大阪府域河川等水質調査結果」 
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(2)水量 

天野川、穂谷川、船橋川の流況は、全体的に水量は少なく、灌漑期において、穂谷川と船橋川で瀬切

れ現象10)が発生し、魚類や水生生物の生息・生育状況に影響を与えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図- 1.29 渇水状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
10) 瀬切れ現象:河川流量が減少し、川底が露出し流水が途切れてしまう現象。 

(3)水利用 

 

 

天野川、穂谷川、船橋川は、主に中、上流部で農業用水源として利用されています。近年、渇水被害

は報告されていませんが、現状の利用実態状況を把握する等、適正かつ効率的な水利用に努める必要が

あります。 

河川名 
流域面積

（km2） 
流量（ m3/s）

【 平均 】 
比流量 

（ m3/s/km 2） 
観測年

天野川 
(禁野橋 ) 51.3

0.37～0.96

【 0.564】 0.01
H17.7.25～ 
H18.1.18

穂谷川 
(山垣内橋 )

14.4
0.09～1.00

【 0.488】 0.03
H19.9.17～ 
H19.12.11

船橋川 
(西河原橋 )

8.7
0.0～1.32

【 0.426】 0.05
H21.8.25～ 
H２1.12.22

表- 1.7 観測流量表 

穂谷川 船橋川

天野川

北川

穂谷川

船橋川

藤田川

前川

農業用水一覧表
表- 1.8 農業用水一覧表 

図- 1.30 取水位置図 
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(4)空間利用 

河川空間の利用について、天野川では、市民と連携しながら行われている桜の植樹、下流部の高水敷

や藤田川合流付近に設けられた芝生広場、八幡橋周辺の親水施設等の利用の他、地域の市民団体による

水生生物観察会、清掃活動等が行われています。また、4月には天津あ ま つ

橋
ばし

周辺での桜祭りなどが開催され

ています。天野川では、これら市民団体の活動支援や河川利用のための基盤整備が求められています。 
穂谷川、船橋川は河川沿いの自然巡回路を中心として、市民と連携した河川利用が行われています。

今後、自然巡回路や府営山田池公園などのレクリエーション施設との一体的な整備を進める必要があり

ます。 
表- 1.9 流域の住民活動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：大阪府河川室河川環境課HP 

 
 
 
 
 
 
 
 

                

(5)自然環境 

天野川、穂谷川、船橋川は、市街地内の貴重な水辺空間としての利用されており、魚類や水生生物、

水辺の植物等が生息し、貴重種も確認されています。現存する良好な自然環境については今後も保全す

る必要があります。 

天野川下流部ではアユも確認されていますが、各河川ともに取水堰や床止めなどの河川横断構造物が

数多く存在し、さらに魚道が設置されている河川横断構造物は限られ、生物の移動に影響を与えていま

す。生物の多様性を確保するためには、縦断的な連続性を改善する必要があります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6)景観・親水性 

天野川、穂谷川、船橋川は、一部を除いて、コンクリートブロック積護岸等が連続するため、人工的

な景観となっており、また、瀬と淵が分布している箇所や砂州に植生が繁茂している箇所も見られます。 
河川整備や維持管理にあたっては、砂州上の植生は、流水の阻害となるため、改善を図りつつも、水

際や堤防の植生により人工的な景観を和らげ周囲の景観との調和に配慮する必要があります。 
天野川、穂谷川、船橋川は、アドプト・リバー・プログラムや河川環境学習等、住民の活動の場とし

て活用されていますが、河道内へのアクセスの乏しい箇所もあり、親水階段の設置等、アクセスの改善

を図る必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

船橋川穂谷川

 天野川の清掃活動状況写真出典：「アドプト・リバーＮＡＬＣ 」HPより 

図- 1.32 床止め例 

図-1.31 活動状況 

  穂谷川の桜と菜の花写真出典：「枚方市景観基本計画」より 

天野川
河川名 名称・団体名 実施場所

天野川 アドプト・リバーＮＡＬＣ 天野川 かささぎ橋～天野川新橋

アドプト・リバー 西禁野 かささぎ橋～天津橋

アドプト・リバー 天野川を美しくする会 星のブランコ駐車場～逢合橋

アドプト・リバー 宮乃阪 天津橋～禁野橋

アドプト・リバー 星の町 天野川新橋～浜橋

アドプト・リバー＆ロード みんなの会 新天野川橋～上流川約100ｍ地点

アドプト・リバー 天野川を清流にする会 浜橋～藤田川合流点（上流三角地帯）

アドプト・リバー わいず倶楽部枚方 天津橋～天野新橋

アドプト・リバー 天野川桃源郷 戎川～羽衣橋

穂谷川 アドプト・リバー 津田北町 満穂橋～津田北町１丁目

アドプト・リバー 穂谷川ひまわりの会 穂谷川橋～片鉾橋

アドプト・リバー 牧野阪 京阪牧野橋～馬場前橋

船橋川 アドプト・リバー めいしゃ船橋川 船上橋～新登橋

アドプト・リバー 西船橋 西河原橋～樋之上京阪鉄橋

アドプト・リバー 北山 小野田橋～ぽえむ南橋

アドプト・リバー＆ロード 南船橋第３ 新登橋～下流側へ約350ｍ
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第3節 流域の将来像 

流域の将来像は、大阪府及び流域市の総合計画等により、概ね、次のような方向付けがなされています。 
大阪府21世紀ジョンでは、「明るく笑顔あふれる大阪」を将来像として、みどりの風を感じる都市構造
の形成、生物多様性が確保できる豊かな自然環境の保全、河川環境の改善等による水とみどりのネットワ

ークの創造、ゲリラ豪雨対策等の総合的な治水対策などが計画事項としてあげられています。 
大阪府の土地利用計画では、水資源の確保や災害防止の観点から、地域や流域の特性に応じた適切な維

持管理、改修、整備を行う、生物の多様な生息・生育・繁殖環境が確保できる自然環境の保全、水質の改

善を図る、緑化の推進や親水空間の創出を進める等、水辺環境の改善を図ることとしています。 
大阪府の新環境総合計画では、「みどりの風を感じる大阪」を目指して、海～街～山をつなぐ「みどり

の風の軸」の創出、「周辺山系など既存のみどりの保全、再生」、「みどりの量的充足」、「みどりの質の向

上」を図るため、広域的なみどりのネットワークを構築し、実感できるみどりづくりを推進することとし

ています。そのため、河川では持続的かつ多様な河川環境の創出、緑化、景観形成などが求められていま

す。 
枚方市の都市計画マスタープランでは、淀川の自然と東部の里山を結ぶ水と緑の回廊の保全・創造、自

然巡回路や緑道の整備を行い、緑のネットワークの創造、河川やため池を活用し、自然とふれあう親水空

間の整備が求められています。 
交野市の都市計画マスタープランでは、緑豊かな自然環境の保全、天野川を中心とした緑道、公園、緑

地や公共施設などの有機的なネットワークの構築、河川改修については水と親しむことのできる環境整備

が求められています。 
四條畷市の都市計画マスタープランでは北生駒山地の豊かな自然環境の保全・活用、緑と水と歴史を活

かした潤いのある町並みの形成、環境共生のまちづくりが求められています。 
生駒市の都市計画マスタープランでは良好な自然環境の保全、潤いある水辺環境の保全・形成、景観に

配慮した公共事業の実施が求められています。 
これらのことから、治水対策を実施するにあたっては、水と緑のネットワークの構築、河川が持つ多様

な自然環境に配慮し、流域住民が身近に親しめる水辺空間の創造、地域の歴史や景観に配慮した河川整備

が望まれています。 
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表- 1.10 河川整備計画に関わる関連計画の概要 

計画主体 計画名称 策定年月 計画概要 

大阪府 

将来ビジョン大阪 平成20年12月 

・大阪府の将来像：教育・日本一大阪、 世界をリードする大阪産業、 水とみどり豊かな新エネルギー都市大阪、 子どもからお年寄りまでだれもが安全・安心ナンバー１ 大阪、 ミュージアム都市大阪 

・みどりの風を感じる都市構造の形成 

・彩りある森づくりや大阪湾の干潟再生等、生物多様性が確保できる豊かな自然環境の保全 

・街路樹の充実や河川環境の改善等による水とみどりのネットワークの創造 

・ゲリラ豪雨対策をはじめとする総合的治水対策 

大阪府国土利用計画 平成22年10月 

・将来像：「にぎわい・活力ある大阪」「みどり豊かで美しい大阪」「安全・安心な大阪」 

・水資源の確保や災害防止など利水・治水の観点から、地域や流域の特性に応じた適切な維持管理、改修・整備を行う。 

・生物の多様な生息・生育環境が確保できる自然環境の保全、水質の改善を図るとともに、緑化の推進や、安全面にも配慮しつつ府民が集い、憩うことができる親水空間の創出を進める等、水辺環境の改善を図る。 

大阪府土地利用基本計画 平成25年3月 

・大阪の特性・魅力を活かした土地利用：鉄道・道路等広域交通ネットワークの発達や、自然・文化・歴史的資源や多様な産業の集積など、大阪の特性・魅力を活かした土地利用を図ります。 

・人と自然が共生する土地利用：環境保全を図りつつ豊かな生活が確保されるよう、環境負荷の少ない都市・地域づくりを進めるなど、人と自然が共生し発展し続けていくことのできる土地利用を図ります。 

・多面的な価値を活かした土地利用：公有地だけでなく、民有地においても、環境・景観・防災等の観点における公益的な機能を評価し、緑地空間や防災空間といったセミパブリックな空間を広げるなど、多面的な価

値を活かした土地利用を図ります。 

みどりの大阪推進計画 平成21年12月 

・将来ビジョン：「みどりの風を感じる大都市大阪」の実現 

・みどりの風を感じる大都市・大阪とは―美しく季節感のあるみどりの中で、人と人、人と自然のつながりが生まれ、さわやかな風を感じる快適なまち 

・生物多様性保全につながる生き物の道や都市構造の形成による風の道の視点を活かしながら、主要河川や街路樹、大規模公園緑地を軸や拠点としてみどりの連続性を確保し、都市にみどりの風を呼び込むための｢み

どりのネットワーク｣の形成を 

大阪21世紀の新環境総合計

画 
平成23年3月 

・将来像：あらゆる主体の協働により、環境に優先的に配慮し、豊かな自然と人とのふれあいが保たれ、魅力的な景観や歴史等の文化の香りあふれる、全ての生き物と地球に優しい都市 

・みどりの連続性を強化し、海～街～山をつなぐ「みどりの軸」を創出するとともに、ＣＯ２の吸収をはじめ、みどりの多様な機能を発揮させる「周辺山系など既存のみどりの保全・再生」、多様なみどりを増やし、

つなぎ、広げる「みどりの量的充足」、暮らしの豊かさや安全・安心、生物多様性確保などに資する「みどりの質の向上」を図るため、４つの基本戦略のもとに、広域的なみどりのネットワークを構築し、実感出来る

みどりづくりを推進します。 

                                       ※みどり：周辺山系の森林、都市の樹林・樹木・草花、公園、農地に加え、これらと一体となった水辺・オープンスペースなど 

枚方市 

枚方市総合計画 平成21年4月 

・将来像：出会い・学びあい・支えあい・生きるよろこびを創るまち、枚方 

・清らかな水を確保する：生活排水対策を推進するとともに、下水道（汚水）の整備し、水洗化を促進 

・自然との共生を図る：水と親しむことができる環境作りを行うため、豊かな水辺空間を創出 

・安全で快適なまちをつくる：集中豪雨などの雨水対策や河川の改修を推進 

・まちの安心・安全を高める：①地域における防災・防犯対策の取り組みの強化。②様々な危機現象に対して、迅速かつ的確な初動体制の整備と被害拡大の防止 

枚方市都市計画マスタープ

ラン 
平成23年3月 

・将来像：人と自然がいきづく心ときめく都市 

・豊かな自然や歴史をはぐくみます：①枚方を象徴する自然風景や市街地に残る自然資源を守り活かす。②歴史的景観を守り、まちの歴史を地域の個性として活かす。 

・都市における遊水及び保水機能を見直す総合的な治水対策を進めます：①河川改修や下水道整備を進め浸水を防ぐ。②都市型浸水被害を防ぐため、ため池や樹林地の保全や流域の保水に努める。③公共公益施設など

の雨水流出抑制施設の普及、歩道や緑道などの透水性舗装による整備。 

・公園及び緑地など親緑空間の整備を進めます：①淀川の自然と東部の里山を結ぶ水と緑の回廊を守り、つくりだす。②自然巡回路や緑道の整備を行い、緑のネットワークをつくり、歩行者空間とするとともに、災害

時の避難路として活用。 

交野市 

交野市総合計画 平成23年4月 

・将来像：あじわい・なりわい・にぎわい“みん活”でわいわいわいと“かたのサイズ”なまち暮らし 

・かたのサイズをめざす像：①川や池など水辺環境がきれいで潤いがある。②自然のなかでは多様な生き物とふれあうことができる。 

・災害で被害を受けないよう、少なくするよう備える。 

交野市都市計画マスタープ

ラン 
平成23年4月 

・ひと・まち・くらし みんな活きいき 星のまち★かたの 

・都市施設整備の方針：①河川や第二京阪道路の広域的な緑地帯を軸とし、既存の公園・緑地を合わせた水と緑のネットワークの形成。②下水道と河川の計画的な整備と維持管理を図り、良好な生活環境の形成。③河

川改修については、水と親しむことのできる環境整備を図る。 

・自然環境保全の方針：天野川を中心として、緑道、公園、緑地や公共施設などの有機的なネットワークの構築。 

四條畷市 

四條畷市総合計画 平成24年4月 

・将来像：夢と希望が輝く活力都市 四條畷 

・河川の保全及び整備：①浸水被害の防止、管理の充実を図るため、河川や排水路などの整備。②一級河川や砂防施設の整備の大阪府への要請。③堆積土砂の浚渫、草刈り、ゴミの除去及び補修の実施、河川水路の保

全管理に努める。④整備済み護岸の親水護岸の利活用。 

四條畷市都市計画マスター

プラン 
平成21年4月 

・将来像：緑と歴史をいかした個性豊かな住みよい 文化・福祉都市・四條畷”をめざして 

・安らぎとうるおいのある市街地の形成：公園・緑地や水辺空間、歴史的空間をいかしたネットワーク化を推進 

・災害に強い安全な都市の実現：都市基盤整備や防災対策の取り組みを進め、市民が安心して暮らせる災害に強い安全な都市の実現 

生駒市 

生駒市総合計画 平成21年4月 

・将来像：市民が創る ぬくもりと活力あふれるまち・生駒。 

・生活環境の整備：①快適な生活環境を支える汚水処理施設の計画的な整備。②生活排水対策による河川の水質改善を図る。③生活環境保全のため、地域の状況に応じた公害対策や美化の推進。 

・緑及び水環境の保全と創出：①山地や樹林、河川などの自然的資源の保全・活用。②新たな緑化により緑を創出し、市民と行政の協働により花と緑と自然のまちづくりの推進。 

生駒市都市計画マスタープ

ラン 
平成21年4月 

・将来像：みんなが主役「やすらぎと健康文化のまち」 

・自然環境に囲まれた、緑あふれる都市環境づくり：①ゆとりある市街地環境の保全による、緑溢れるコンパクトな都市形成。②ゆとりとうるおいある貴重な緑空間としての保全・創出。③生駒山地や矢田丘陵などの

緑地の保全と、市民のやすらぎ・うるおいの空間としての活用。 

・生駒の自然・歴史文化に親しむ交流環境づくり：①河川を活用したうるおいある緑水軸の形成と、公園緑地拠点・歴史文化拠点等を連携する、快適な歩行者ネットワークの形成。②河川を活用したうるおいある緑水

軸の形成と、公園緑地拠点・歴史文化拠点等を連携する、快適な歩行者ネットワークの形成。 
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表- 1.11（1） 将来ビジョン・大阪（大阪府） 

施策名 将来ビジョン・大阪 

策定 大阪府（平成20年12月） 実施場所 大阪府 

実施期間  

概要 大阪府がめざす姿 

明るく笑顔あふれる大阪 

 

大阪府の将来像 

➣世界をリードする大阪産業 

➣水とみどり豊かな新エネルギー都市 大阪 

➣ミュージアム都市 大阪 

➣子どもからお年寄りまでだれもが安全・安心ナンバー１ 大阪 

➣教育・日本一 大阪 

 

 
 

 

河川に関す

る事項 

〈水とみどり豊かな新エネルギー都市 大阪〉 

➣みどりの風を感じる都市構造の形成 

➣彩りある森づくりや大阪湾の干潟再生等、生物多様性が確保できる豊かな自然環境の保全 

➣街路樹の充実や河川環境の改善等による水とみどりのネットワークの創造 

〈子どもからお年寄りまでだれもが安全・安心ナンバー１ 大阪〉 

➣東南海・南海地震等による津波に備えるための防潮堤の耐震化・嵩上げ 

➣ゲリラ豪雨対策をはじめとする総合的治水対策 

➣自主防災活動の充実 

 

 

表- 1.11（2） 大阪府国土利用計画（大阪府） 

施策名 大阪府国土利用計画 

策定 大阪府（平成22年10月） 実施場所 大阪府 

実施期間 計画の目標年次：平成32年 

概要 土地利用の将来像 

「にぎわい・活力ある大阪」、「みどり豊かで美しい大阪」、「安全・安心な大阪」 

土地利用の基本理念 

〈大阪の特性・魅力を活かした土地利用〉 

鉄道・道路等広域交通ネットワークの発達や、自然・文化・歴史的資源や多様な産業の集積など、

大阪の特性・魅力を活かした土地利用を図ります。 

〈人と自然が共生する土地利用〉 

環境保全を図りつつ豊かな生活が確保されるよう、環境負荷の少ない都市・地域づくりを進める

など、人と自然が共生し発展し続けていくことのできる土地利用を図ります。 

〈多面的な価値を活かした土地利用〉 

公有地だけでなく、民有地においても、環境・景観・防災等の観点における公益的な機能を評価

し、緑地空間や防災空間といったセミパブリックな空間を広げるなど、多面的な価値を活かした土

地利用を図ります。 

 

河川に関す

る事項 

➣道路・河川・公園・下水道等都市基盤施設については、既存ストックを活かしながら効率的かつ

効果的な整備を図るとともに、ライフサイクルマネジメントを意識した上で適切な維持管理・更

新を行い、併せて、歩行者・自転車空間・親水空間・緑化空間の創出など公共空間の魅力づくり

を図ります。 

➣周辺山系や臨海部、河川・道路等の府域の骨格となるみどりの拠点や軸を保全・創出するととも

に、学校・公園等公共空間のみどりの充実及び農空間や樹林地等の保全、建築物等の民有地緑化

の推進などを図り、互いに結び付けていくことにより、海と山をつなぐ「みどりの軸」の形成を

目指します。 
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表- 1.11（3） 大阪府土地利用基本計画（大阪府） 

施策名 大阪府土地利用基本計画 

策定 大阪府（平成25年3月） 実施場所 大阪府 

実施期間  

概要 将来像 

「にぎわい・活力ある大阪」、「みどり豊かで美しい大阪」、「安全・安心な大阪」、「多様な主体との

連携・協働による地域づくり」 

 

 

 
 

河川に関す

る事項 

➣水資源の確保や災害防止など利水・治水の観点から、地域や流域の特性に応じた適切な維持管理、

改修・整備を行う。 

➣生物の多様な生息・生育環境が確保できる自然環境の保全、水質の改善を図るとともに、緑化の

推進や、安全面にも配慮しつつ府民が集い、憩うことができる親水空間の創出を進める等、水辺

環境の改善を図る。 

 

表- 1.11（4） みどりの大阪推進計画（大阪府） 
施策名 みどりの大阪推進計画 

策定 大阪府（平成21年12月） 実施場所 大阪府 

実施期間 平成37年まで（21世紀の第1四半期） 

概要 将来ビジョン 「みどりの風を感じる大都市大阪」の実現 

 

➣みどりの風を感じる大都市・大阪とは、「美しく季節感のあるみどりの中で、人と人、人と自然

のつながりが生まれ、さわやかな風を感じる快適なまち」 

➣生物多様性保全につながる生き物の道や都市構造の形成による風の道の視点を活かしながら、

主要河川や街路樹、大規模公園緑地を軸や拠点としてみどりの連続性を確保し、都市にみどり

の風を呼び込むための｢みどりのネットワーク｣の形成を進めます 

 
河川に関す

る事項 

主軸となる河川空間のみどりの拡充 

〈水の都「大阪」の再生〉 

都市部の河川においては、水都再生の取組みを進める中で、積極的に緑化を進め、水辺に木

陰を形成し、涼しげで緑豊かな賑わい空間を創出します。 

〈持続的かつ多様な河川環境の創出〉 

周辺の土地利用等を踏まえたまちづくりの中で、河川が有している自然の復元力を積極的に

誘導できるよう、持続的かつ多様な河川環境の創出に努めるとともに、地域特性に応じて川

に身近にふれあえる憩いの場を形成していきます。 
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表- 1.11（5） 21世紀の新環境総合計画（大阪府） 
施策名 21世紀の新環境総合計画 

策定 大阪府（平成23年3月） 実施場所 大阪府 

実施期間 平成32年までの10年間 

概要 施策の方向 

あらゆる主体の協働により、環境に優先的に配慮し、豊かな自然と人とのふれあいが保たれ、魅

力的な景観や歴史等の文化の香りあふれる、全ての生き物と地球に優しい都市 

 
・みどりの連続性を強化し、海～街～山をつなぐ「みどりの軸」を創出するとともに、ＣＯ２の吸

収をはじめ、みどりの多様な機能を発揮させる「周辺山系など既存のみどりの保全・再生」、多様な

みどりを増やし、つなぎ、広げる「みどりの量的充足」、暮らしの豊かさや安全・安心、生物多様性

確保などに資する「みどりの質の向上」を図るため、４つの基本戦略のもとに、広域的なみどりの

ネットワークを構築し、実感出来るみどりづくりを推進します。 

※みどり：周辺山系の森林、都市の樹林・樹木・草花、公園、農地に加え、これらと一体となった

水辺・オープンスペースなど 

河川に関す

る事項 

・人と水がふれあえ、水道水源となりうる水質を目指し、水環境をさらに改善する。 

 BOD（生物化学的酸素要求量）3mg/L 以下（環境保全目標のB 類型）を満たす河川の割合を 

８割にする。 

・生物多様性の重要性の理解促進 

・ 生物多様性に配慮した行動促進 

・ 府民と連携したモニタリング体制の構築 

・ 生物多様性保全に資する地域指定の拡大 

・ エコロジカルネットワークの構築推進 

 
 

表- 1.11（6） 東部大阪 都市計画マスタープラン（大阪府） 
施策名 東部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画マスタープラン） 

策定 大阪府（平成23年3月） 実施場所 大阪府北河内、中河内地域 

実施期間 計画の目標年次：平成32年（10年間） 

概要 東部大阪 都市計画マスタープランの位置づけ 

 

 
 

都市づくりの将来像と基本方針 

本マスタープランでは、「大阪府国土利用計画（第四次）」の基本理念を踏まえつつ、当計画の「土

地利用の将来像」を「都市づくりの将来像」とし、「土地利用の基本方針」を「都市づくりの基本方

針」と位置づけます。 

 

〈土地利用に関する方針〉 

よりよいまちを目指すために土地利用を誘導します。 

〈施設の整備及び市街地開発事業に関する方針〉 

真に必要な施設を整備します。 

〈都市魅力の創造〉 

都市の魅力を高めます。 

河川に関す

る事項 

河川整備の現状と課題 

これまで、「一生に一度しか経験しないような大雨（時間雨量80mm程度）が降った場合でも、

川があふれて、家が流され、人が亡くなるようなことをなくす」ことを目標に治水対策を実施して

きました。しかし、近年、整備期間の長期化や想定外の自然災害の発生など河川氾濫・浸水リスク

が増大してきています。 

 

河川整備の方針 

「人命を守ることを最優先とする」ことを基本理念とし、現状での河川氾濫・浸水の危険性を府

民に知ってもらうこと、「防ぐ」施策とともに「逃げる」「凌ぐ」施策を強化すること、府民が対策

の効果を実感できる期間（概ね10 年）に実現可能な対策を行うこと、を取組方針とし、対策を実

施していきます。なお、時間雨量 50mm への対応は、治水施設の整備により最低限確保すること

とします。 

また、想定外の降雨に対しても流域全体の被害を軽減するために、治水施設の整備だけでなく、

今後の土地利用のあり方等の検討や雨水貯留・浸透事業（校庭貯留・各戸貯留等）、ため池利用、農

空間の保全等の対策を行います。 
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表- 1.11（7） 枚方市第4次総合計画（枚方市） 
施策名 第４次枚方市総合計画 

策定 枚方市 実施場所 枚方市 

実施期間 平成21年度～平成27年度 

概要 将来像 出会い・学びあい・支えあい・生きるよろこびを 

創るまち、枚方 

 

・ やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち 

・ 魅力にあふれ、生き生きとしたまち 

・ 健康で心豊かな自立と共生のまち 

・ ふれあい、学びあい、感動できるまち 

 

 

 

 

 
河川に関す

る事項 

〈清らかな水を確保する〉 

・生活排水対策を推進するとともに、下水道（汚水）の整備し、水洗化を促進 

〈自然との共生を図る〉 

・水と親しむことができる環境作りを行うため、豊かな水辺空間を創出 

〈安全で快適なまちをつくる〉 

・集中豪雨などの雨水対策や河川の改修を推進 

〈まちの安心・安全を高める〉 

・地域における防災・防犯対策の取り組みの強化 

  ・様々な危機現象に対して、迅速かつ的確な初動体制の整備と被害拡大の防止 

表- 1.11（8） 枚方市都市計画マスタープラン（枚方市） 
施策名 枚方市都市計画マスタープラン 

策定 枚方市 実施場所 枚方市 

実施期間 平成23年3月 

概要 将来像 人と自然がいきづく心ときめく都市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川に関す

る事項 

〈豊かな自然や歴史をはぐくみます〉 

・枚方を象徴する自然風景や市街地に残る自然資源を守り活かす 

・歴史的景観を守り、まちの歴史を地域の個性として活かす 

〈都市における遊水・保水機能を見直す総合的な治水対策を進めます〉 

・河川改修や下水道整備を進め浸水を防ぐ 

・都市型浸水被害を防ぐため、ため池や樹林地の保全や流域の保水に努める 

・公共公益施設などの雨水流出抑制施設の普及、歩道や緑道などの透水性舗装による整備 

〈公園・緑地など親緑空間の整備を進めます〉 

・淀川の自然と東部の里山を結ぶ水と緑の回廊を守り、つくりだす 

・自然巡回路や緑道の整備を行い、緑のネットワークをつくり、歩行者空間とするとともに、

災害時の避難路として活用 
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表- 1.11（9） 交野市第4次総合計画（交野市） 
施策名 第４次交野市総合計画 

策定 交野市 実施場所 交野市 

実施期間 平成23年度～平成34年度 

概要 将来像 あじわい・なりわい・にぎわい“みん活”でわいわいわいと“かたのサイズ” 

なまち暮らし 

 
河川に関

する事項 

〈かたのサイズをめざす像〉 

・川や池など水辺環境がきれいで潤いがある 

・自然のなかでは多様な生き物とふれあうことができる 

・災害で被害を受けないよう、少なくするよう備える 

 

 

表- 1.11（10） 交野市都市計画マスタープラン（交野市） 
施策名 交野市都市計画マスタープラン 

策定 交野市 実施場所 交野市 

実施期間 平成23年4月 

概要 将来像 ひと・まち・くらし みんな活きいき 星のまち★かたの 

 
河川に関す

る事項 

〈都市施設整備の方針〉 

・河川や第二京阪道路の広域的な緑地帯を軸とし、既存の公園・緑地を合わせた水と緑のネッ

トワークの形成 

・下水道と河川の計画的な整備と維持管理を図り、良好な生活環境の形成 

・河川改修については、水と親しむことのできる環境整備を図る 

〈自然環境保全の方針〉 

・天野川を中心として、緑道、公園、緑地や公共施設などの有機的なネットワークの構築 
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表- 1.11（11） 四條畷市第5次総合計画（四條畷市） 
施策名 四條畷市第5次四條畷市総合計画 

策定 四條畷市 実施場所 四條畷市 

実施期間 平成24年度～平成27年度 

概要 将来像 夢と希望が輝く活力都市 四條畷 

    —緑と歴史をいかした にぎわいあるまちをめざしてー 

 
 

河川に関

する事項 

〈河川の保全・整備〉 

・浸水被害の防止、管理の充実を図るため、河川や排水路などの整備 

・一級河川や砂防施設の整備の大阪府への要請 

・堆積土砂の浚渫、草刈り、ゴミの除去及び補修の実施、河川水路の保全管理に努める 

・整備済み護岸の親水護岸の利活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

表- 1.11（12） 四條畷市都市計画マスタープラン（四條畷市） 
施策名 四條畷市都市計画マスタープラン 

策定 四條畷市 実施場所 四條畷市 

実施期間 平成21年度～平成30年度 

概要 将来像 “緑と歴史をいかした個性豊かな住みよい 文化・福祉都市・四條畷”をめざして 

 

 

 
河川に関す

る事項 

〈安らぎとうるおいのある市街地の形成〉 

・公園・緑地や水辺空間、歴史的空間をいかしたネットワーク化を推進 

〈災害に強い安全な都市の実現〉 

・都市基盤整備や防災対策の取り組みを進め、市民が安心して暮らせる災害に強い安全な都市

の実現 



第 1章 河川整備計画の目標に関する事項 

 

 - 40 -

表- 1.11（13） 生駒市第5次総合計画（生駒市） 
施策名 第5次生駒市総合計画 

策定 生駒市 実施場所 生駒市 

実施期間 平成21年度～平成30年度 

概要 将来像 市民が創る ぬくもりと活力あふれるまち・生駒 

・ 市民が主役となってつくる、参画と協働のまち 

・ 子育てしやすく、だれもが成長できるまち 

・ 環境にやさしく、自然と都市機能が調和した、住みやすいまち 

・ いつでも安全、いつまでも安心して暮らせるまち 

・ 地域の資源と知恵を活かし、にぎわいと活力のあるまち 

 
河川に関す

る事項 

〈生活環境の整備〉 

・快適な生活環境を支える汚水処理施設の計画的な整備 

・生活排水対策による河川の水質改善を図る 

・生活環境保全のため、地域の状況に応じた公害対策や美化の推進 

〈緑・水環境の保全と創出〉 

・山地や樹林、河川などの自然的資源の保全・活用 

・新たな緑化により緑を創出し、市民と行政の協働により花と緑と自然のまちづくりの推進 

 

表- 1.11（14） 生駒市都市計画マスタープラン（生駒市） 
施策名 生駒市都市計画マスタープラン 

策定 生駒市 実施場所 生駒市 

実施期間 平成21年度～平成29年度 

概要 将来像 みんなが主役「やすらぎと健康文化のまち」 

・豊かな自然が輝く環境まちづくり 

・みんなが住み続けたくなるブランドまちづくり 

・誰もが移動しやすいコンパクトなまちづくり 

・みんなが住み続けられる安全・安心なまちづくり 

 
河川に関す

る事項 

〈自然環境に囲まれた、緑あふれる都市環境づくり〉 

・ゆとりある市街地環境の保全による、緑溢れるコンパクトな都市形成 

・ゆとりとうるおいある貴重な緑空間としての保全・創出 

・生駒山地や矢田丘陵などの緑地の保全と、市民のやすらぎ・うるおいの空間としての活用 

〈生駒の自然・歴史文化に親しむ交流環境づくり〉 

・河川を活用したうるおいある緑水軸の形成と、公園緑地拠点・歴史文化拠点等を連携する、

快適な歩行者ネットワークの形成 

  ・主な公園や歴史文化資源における、市内外の観光・交流人口の増大を図る拠点としての魅力

ある環境形成 
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第4節 河川整備計画の目標  

1. 洪水、高潮等による被害の発生の防止又は軽減に関する目標 

大阪府では、将来目標として「一生に一度経験するような大雨（時間雨量 80ミリ程度の降雨）が降っ

た場合でも、川があふれて、家が流され、人が亡くなるようなことをなくす」こととしています。 

その上で、「今後の治水対策の進め方」（平成22年6月策定）に基づき、「人命を守ることを最優先とす

る」ことを基本理念に、「逃げる」11)「凌ぐ」12)「防ぐ」13)施策による総合的な減災対策に取り組んでいま

す。具体的には、大阪府域での今後 20～30年程度で目指すべき当面の治水目標を河川毎に設定し、大阪

府全域で時間雨量 50ミリ程度の降雨に対して床下浸水を防ぎ得るような河川整備を進めることを基本と

します。 

さらに、時間雨量65ミリ程度もしくは時間雨量80ミリ程度の降雨で床上浸水以上の被害の恐れがある

場合には、事業効率等を考慮して、少なくとも時間雨量 65ミリ程度の降雨による床上浸水を防ぐことを

整備目標とします。 

前川については、当面の治水目標として時間雨量 65ミリ程度の降雨による洪水を安全に流下させるこ

とができる河川整備を実施し、時間雨量 65ミリ程度の降雨で床上浸水以上の被害を防ぐこととします。 

穂谷川については、時間雨量 80ミリ程度の降雨による洪水を安全に流下させることができる河川整備

を実施し、時間雨量 80ミリ程度の降雨で床上浸水以上の被害を防ぐこととし、併せて、老朽化護岸対策

等を行うこととします。 

また、流域全体での洪水リスク軽減に向けて、地域と洪水リスクを共有し、ソフト・ハード面で連携し

て取り組むとともに、流域内に多数点在するため池による保水・遊水機能を維持できるように大阪府農林

部局、流域市及び関係団体とも連携していきます。 

さらに、河川の土砂の堆積、植生の繁茂及び河床低下については、その状況を定期的に調査し、河川の

断面に対して阻害率の高い区間を把握するとともに、地先の危険度等を考慮して計画的な維持管理、対策

を行います。 

 

2. 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標 

淀川左岸ブロックの既得水利としては、農業用水の許可水利並びに慣行水利があります。 
近年、渇水被害は報告されていませんが、安定した農業用水の取水、魚類や水生生物の生息・生育環境

を保全するために、適正かつ効率的な水利用を目指します。 
 

 

 

 

                                                   
11) 「逃げる」施策：府民自らが的確に避難行動をとれるための現状における河川氾濫・浸水による危険性の周知、必要な情報の提供・伝
達、防災意識の醸成に関する施策 

12) 「凌ぐ」施策：雨が降っても河川に流出する量を減らす「流出抑制」や河川から溢れても被害が最小限となる街をつくる「耐水型都市
づくり」に関する施策 

13) 「防ぐ」施策：治水施設の保全・整備に関する施策 

3. 河川環境の整備と保全に関する目標 

大阪府では、河川環境の目標として、河川及びその流域の現状を十分認識し、自然環境、地域特性、景

観、水辺空間などの様々な観点から治水・利水との整合を図ることはもとより、関係機関や地域住民との

連携を図った整備と保全を目指します。 
第一に、河川工事実施に際しては、河川全体の自然の営みや周辺環境の土地利用状況を視野に入れたう

えで、「河岸やみお筋の保全」、「上下流の生物移動の連続性確保」、「周囲の景観との調和」など河川毎の

特性に応じ、多自然川づくり14)を取り入れ、それぞれの河川が本来有している生物の生息・生育環境の保

全・再生を目指します。 
（図-1.33参照） 
第二に、河川に親しみ、ふれあい活動の場にするため、関係機関や地域住民と連携し、散策路や川に近

づくための階段等の整備を図るなど、川と人との豊かなふれあい活動の場の維持・形成を目指します。 
第三に、豊かな河川環境は重要な地域資源であり、良好な景観を維持・形成するため、川の周辺も含め

た空間を考え、景観に配慮した材料を採用するなど、周辺環境との調和を目指します。また、関係機関や

地域住民と連携し、地域住民が愛着を持てる空間づくりを目指します。特に、都心部においては、民間企

業等の連携により、都市のシンボルとしての質の高い利用の促進を目指します。 
第四に、水質について、下水道等の関係機関や、地域住民と連携し、より一層の改善を目指します。ま

た河川で活動している地域住民やNPO等と連携し、河川美化、環境教育などにより水質の改善を目指し
ます。 
天野川では、市民団体による桜等の植樹活動の支援や堤防を利用した防災活動も意識したオープンスペ

ースの整備等、都市計画と整合した憩いと潤いの水辺空間形成や、生駒山系の自然環境に調和した河川景

観の整備を目指します。 
穂谷川では、府営山田池公園との一体整備、桜等の植樹、河畔林を伴う自然巡回路や周辺の田園風景を

中心とした自然環境と調和した河川空間の創出を目指します。 
また、アドプト・リバー・プログラム15)や河川環境学習等により、河川が住民の活動の場として活用さ

れるように、河道内へのアクセスの改善を目指します。 
さらに、生物多様性の保全のため、外来種の繁茂・繁殖等により生態系に悪影響を及ぼすような場合は、

外来生物法に基づき関係機関と連携し、生物多様性の保全を目指します。 
 
 
                                                   

14) 多自然川づくり：河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物
の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために、河川管理を行うことをいう。（「多自然川づくり基本指針」

（2006年10月、国土交通省）より） 
15） アドプト・リバー・プログラム：地元自治会や企業、市民グループ、学校などに河川の一定区間の清掃や美化活動などを継続的に実
施していただき、河川愛護に対する啓発や河川美化による地域環境の改善、不法投棄の防止などに役立てることをねらいとした取組

み。 
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4. 河川整備計画の整備対象区間 

本整備計画の対象は、天野川水系及び穂谷川水系、船橋川水系の一級河川指定区間とします。そのうち、

前川と穂谷川については洪水対策を実施します。 
なお、維持管理等については、天野川水系及び穂谷川水系、船橋川水系の一級河川指定区間で実施しま

す。 
 

 

5. 河川整備計画の計画対象期間 

本計画の対象期間は、計画策定から概ね30年とします。 

 

 

6. 本計画の適用 

本計画は、治水・利水・環境の目標を達成するために、現時点での流域の社会状況、自然環境、河川状

況に応じて策定しており、今後、これらの状況の変化や新たな知見・技術の進捗等の変化に応じて、適宜、

見直しを行うものとします。 

【河岸の保全】
根固・捨石等による自然な植生の回復を
許容する。
（洪水時に倒伏し、阻害にならないことが
前提）。

【周辺の景観との調和】

河川構造物は、周辺の環境に調和す

るように、素材などに工夫する。

【みお筋の保全】
自然なミオ筋の形成を助けるため、
工事段階でミオ筋・瀬・淵を想定した
形状に仕上げる。

図- 1.33（1） 多自然川づくりイメージ図 

図- 1.33（2） 多自然川づくりイメージ図 

図- 1.34 穂谷川整備イメージ図 

自然なみお筋の形成を助けるため

の工事段階でみお筋・瀬・淵を想

定した形状に仕上げる。 
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【河川整備計画の目標について】 

当面の治水目標を設定するにあたって、「今後の治水対策の進め方」に示されている当面の治水目標設

定フローに従い、下記の条件のもと、現況河道で時間雨量50ミリの流下能力があるか確認を行いました。 

(1)穂谷川 

〈氾濫解析条件〉 

● 降雨波形は中央集中型とし、時間雨量50ミリ、65ミリ、80ミリ、90ミリの4ケース 

を実施 

● 河道と氾濫原を一体的に解析し、氾濫水の河道への復流も考慮 

● 築堤区間では解析水位がHWL(または余裕高の低い方)を上回る地点で破堤を想定 

● 被害最大破堤地点より下流で、解析水位がHWL (または余裕高の低い方)を上回る地点についても 

破堤 

● 氾濫原のメッシュサイズは、50mメッシュ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        時間雨量 50ミリ程度(1/10年)の浸水状況 

時間雨量50ミリの降雨で危険度Ⅱの被害が発生する 

※被害最大となる破堤地点での破堤を想定（1洪水） 

226.75 ha 165.00 ha 9.00 ha

16,658 人 10,912 人 1,167 人

333 億円 1,126 億円 365 億円

246.00 ha 210.00 ha 9.75 ha

17,948 人 14,529 人 1,294 人

369 億円 1,438 億円 398 億円

223.25 ha 244.75 ha 10.50 ha

16,163 人 17,079 人 1,383 人

332 億円 1,745 億円 436 億円

219.25 ha 255.50 ha 11.75 ha

15,693 人 18,068 人 1,485 人

324 億円 1,905 億円 474 億円

床下浸水 床上浸水
（0.5m以上）

壊滅的な被害
(浸水深3.0m以上)

(家屋流出指数

2.5m
3
/s

2
)

（被害の程度）

65mm程度
（1/30）

80mm程度
（1/100）

危険度Ⅰ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ

50mm程度
（1/10）

90mm程度
（1/200）

大小

小

大

（
発
生
頻
度
）

淀
川

京阪本線

国道１号

JR学研都市線

第二京阪道路

馬場前橋

新上渡場橋

 

 

   

 
   
   

  50ミリ程度一部未対応 
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氾濫解析の結果、穂谷川では現況河道で時間雨量50ミリの流下能力がないことを確認しました。 

次に、フローにしたがって、50ミリ対策の実施を想定し時間雨量65ミリ、80ミリの降雨による危

険度Ⅱ、Ⅲの有無の確認を行いました。 

ただし、50ミリ対策については、河道改修による対策とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

〈氾濫解析条件〉 

● 河道改修による50ミリ対策を想定し、氾濫解析を実施 

● 降雨波形は中央集中型とし、時間雨量65ミリ、80ミリ、90ミリの3ケース 

を実施 

● 河道と氾濫原を一体的に解析し、氾濫水の河道への復流も考慮 

● 築堤区間では解析水位がHWL(または余裕高の低い方)を上回る地点で破堤を想定 

● 被害最大破堤地点より下流で、解析水位がHWL (または余裕高の低い方)を上回る地点についても 

破堤 

● 氾濫原のメッシュサイズは、50mメッシュ 

 
時間雨量65ミリ（1/30年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

淀
川

京阪本線

国道１号

JR学研都市線

第二京阪道路

馬場前橋

新上渡場橋穂谷川浸水図 

時間雨量65ミリ（1/30年） 標準断面図（河道改修）

事業中区間
L=約0.30km

改修平面図

淀
川

京阪本線
国道１号

JR学研都市線 第二京阪

新
上
渡
場
橋

第
二
京
阪
道

路
改修区間L=約1.05km

2.5m

14.0m
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時間雨量90ミリ（1/200年） 

淀
川

京阪本線

国道１号

JR学研都市線

第二京阪道路

馬場前橋

新上渡場橋穂谷川浸水

図 

穂谷川浸水

淀
川

京阪本線

国道１号

JR学研都市線

第二京阪道路

馬場前橋

新上渡場橋

時間雨量80ミリ（1/100

時間雨量90ミリ（1/200年） 

穂谷川浸水図 

206.00 ha 128.50 ha 6.50 ha

14,633 人 8,489 人 820 人

318 億円 920 億円 229 億円

239.00 ha 222.25 ha 9.75 ha

17,491 人 15,465 人 1,334 人

351 億円 1,505 億円 399 億円

229.00 ha 238.75 ha 10.00 ha

16,575 人 16,809 人 1,361 人

333 億円 1,655 億円 416 億円

危険度Ⅰ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ

50mm程度
（1/10）

65mm程度
（1/30）

80mm程度
（1/100）

90mm程度
（1/200）

床下浸水 床上浸水
（0.5m以上）

壊滅的な被害
(浸水深3.0m以上)

(家屋流出指数

2.5m3/s2)

（被害の程度）

被害なし 被害なし 被害なし

大小

小

大

（
発
生
頻
度
）

■ 50ミリ対応河道での地先の危険度（穂谷川）・・・・・時間雨量65ミリ程度の降雨で危険度
Ⅱ、Ⅲの被害が発生する

効果－費用＝2,886億円

浸水想定面積
浸水想定面積内人口
浸水想定面積内被害額

時間雨量65ミリ程度、80ミリ程度対応の実施を想定

対応計画案 ①河道改修案 ②放水路案 ③遊水池案 ④ため池活用案

計画案の
概要

50ミリ程度対応後の河床
を掘削することで河積を
確保する。

流下能力が不足する下渡場
橋から国道1号区間右岸に設
置し、流下能力不足分をバイ
パスさせる。

流下能力が不足する国道1号
上流区間の河川沿いの田畑
に設置し、流下能力不足分を
一時貯留させる。

流下能力が不足する国道1号
上流区間に位置する山田池及
び惣喜池を活用し、流下能力
不足分を一時貯留させる。

施工性・
実現性

改修済区間で工事実績
があり、特に問題はない。

新たな用地の確保、ＪＲ協議
等が必要となる。

遊水地の計画水深が13ｍ以
上となり、実現性は困難であ
る。

必要調節容量を確保するため、
3～4ｍ程度の築堤が必要、ま
た、用地買収、仮設費用を考
慮すると、経済性で不利となる。

概算
事業
費

65ミリ程度
対応

1.8億円 62億円 27億円 68億円

80ミリ程度
対応

6.7億円 94億円 32億円 93億円

総合
評価

実現性が高く、最も経済
的である。

施工性、実現性に問題があり、
また、事業費が高い。

施工性、実現性に問題があり、
また、事業費が高い。

施工性、実現性に問題があり、
また、事業費が高い。

○ × × ×

■治水対応の検討
穂谷川における治水手法の検討にあたっては、以下に示す実現可能な4案を抽出し、
経済性、施工性等による比較検討の結果、河道改修による対応を仮設定。

※ 概算事業費については、50ミリ程度対応後からのもの
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■ 時間雨量65ミリ程度対応の想定 

   ●流下能力が不足する区間について、河川改修による時間雨量 65ミリ程度対策（河川改修）を 実施  

淀
川

京阪本線
国道１号

JR学研都市線

改修区間L=約6.7km

新
上
渡
場
橋

馬
場
前
橋

第二京阪道路

改修平面図

■ 65ミリ対応河道での氾濫解析結果（穂谷川） ： 被害最大となる破堤地点での破堤を想定（１洪水） 

淀
川

京阪本線

国道１号

JR学研都市線

第二京阪道路

馬場前橋

新上渡場橋

時間雨量80ミリ（1/100年） 

穂谷川浸水図 

淀
川

京阪本線

国道１号

JR学研都市線

第二京阪道路

馬場前橋

新上渡場橋

■ 65ミリ対応河道での氾濫解析結果（穂谷川） ： 被害最大となる破堤地点での破堤を想定（１洪水） 

■ 時間雨量80ミリ程度対応の想定 

   ●流下能力が不足する区間について、河川改修による時間雨量 80ミリ程度対応（河川改修）を 実施  

 L=約6.7km

淀
川

京阪本線
国道１号

JR学研都市線

改修区間L=約6.7km

新
上
渡
場
橋

馬
場
前
橋

第二京阪道路

改修平面図

標準断面図（河道改修）

3.4m 2.5m

14.0m

0.
9m

時間雨量90ミリ（1/200年） 

標準断面図（河道改修）

2.7m 2.5m

14.0m

0.
2m
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■ 80ミリ対応河道での氾濫解析結果（穂谷川） ： 被害最大となる破堤地点での破堤を想定（１洪水） 

淀
川

京阪本線

国道１号

JR学研都市線

第二京阪道路

馬場前橋

新上渡場橋

時間雨量90ミリ（1/200年） 

穂谷川浸水図 

■ 当面の治水目標の設定 

138.75 ha 90.00 ha 0.25 ha

11,751 人 6,223 人 41 人

212 億円 371 億円 3 億円

193.50 ha 198.75 ha 8.50 ha

13,602 人 16,625 人 1,204 人

300 億円 1,548 億円 380 億円

危険度Ⅰ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ

50mm程度
（1/10）

被害なし 被害なし 被害なし

（被害の程度）

被害なし 被害なし 被害なし
65mm程度
（1/30）

80mm程度
（1/100）

90mm程度
（1/200）

床下浸水 床上浸水

（0.5m以上）

壊滅的な被害
(浸水深3.0m以上)

(家屋流出指数

2.5m
3
/s

2
)

大小

小

大

（
発
生
頻
度
）

92.75 ha 15.25 ha 0.25 ha

7,848 人 1,515 人 28 人

113 億円 72 億円 1 億円
床下浸水 床上浸水

（0.5m以上）
壊滅的な被害
(浸水深3.0m以上)

(家屋流出指数

2.5m
3
/s

2
)

（被害の程度）

被害なし 被害なし 被害なし

65mm程度
（1/30）

被害なし 被害なし 被害なし

80mm程度
（1/100）

90mm程度
（1/200）

危険度Ⅰ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ

50mm程度
（1/10）

被害なし 被害なし 被害なし

大小

小

大

（
発
生
頻
度
）

65ミリ対応河道での地先の危険度 80ミリ対応河道での地先の危険度

当面の治水目標を80ミリ程度対応とする

効果： 2,016.75億円
費用： 6.25億円

効果： 1,755.49億円
費用： 1.67億円

効果－費用＝2,010.50億円効果－費用＝1,753.82億円 小＜大
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(2)前川 

〈氾濫解析条件〉 

○現況河道での氾濫解析を実施 

○降雨波形は中央集中型とし、時間雨量50ミリ程度、65ミリ程度、80ミリ程度、  

 90ミリ程度の4ケースを実施 

○河道と氾濫原を一体的に解析し、河道への復流を考慮 

○氾濫原のメッシュサイズは、50mメッシュ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越流

復流

時間雨量50ミリ程度（1/10年）

■現況河道での氾濫解析結果（前川）

時間雨量65ミリ程度（1/30年）

●：破堤地点 ●：破堤地点

時間雨量80ミリ程度（1/100年） 時間雨量90ミリ程度（1/200年）

■現況河道での氾濫解析結果（前川）

● ：破堤地点 ●：破堤地点

■現況河道・・・時間雨量50ミリ程度で危険度Ⅰ、Ⅱの被害が発生する

凡例

面積 （ha）

人数 （人）

高齢者人数 （人）

被害額 （百万円）

危険度Ⅰ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ

4.2 ha 3.4 ha
200 人 56 人
36 人 11 人
267 百万円 755 百万円

20.4 ha 4.8 ha
2,057 人 73 人
395 人 14 人

2,255 百万円 1,047 百万円

26.5 ha 6.6 ha
2,694 人 167 人
548 人 28 人

3,011 百万円 1,532 百万円

28.4 ha 8.0 ha
2,964 人 198 人
603 人 35 人

3,342 百万円 1,761 百万円

被害なし

被害なし

被害なし

被害なし

65ﾐﾘ程度
(1/30)

50ﾐﾘ程度
(1/10)

80ﾐﾘ程度
(1/100)

床下浸水 床上浸水
（0.5m以上）

壊滅的な被害
（浸水深3.0m以上）
（家屋流出指数

    2.5m3/s2以上）

90ﾐﾘ程度
(1/200)

（発
生
頻
度
）

大

小

（被害の程度）

小 大

砂
子
橋

鳥
ヶ
坪
橋

京
阪
電
鉄
交
野
線

天
野
川

80ミリ程度対応済み 50ミリ程度対応事業中

前川
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〈氾濫解析条件〉 

○河道改修による時間雨量50ミリ程度の対策を想定し、氾濫解析を実施 

○降雨波形は中央集中型とし、時間雨量65ミリ程度、80ミリ程度、90ミリ程度の  

 3ケースを実施 

○河道と氾濫原を一体的に解析し、河道への復流を考慮 

○氾濫原のメッシュサイズは、50mメッシュ  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

越流

復流

砂
子
橋

鳥
ヶ
坪
橋

京
阪
電
鉄
交
野
線

天
野
川

80ミリ程度対応済み 50ミリ程度対応事業中

前川

 

 

■50ミリ程度対応河道での氾濫解析結果（前川）

時間雨量80ミリ程度（1/100年）時間雨量65ミリ程度（1/30年）

●：破堤地点 ●：破堤地点

危険度Ⅰ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ

1.3 ha 0.3 ha
12 人 10 人
3 人 2 人

31 百万円 29 百万円

0.5 ha 1.6 ha
0 人 23 人
0 人 5 人
0 百万円 155 百万円

1.1 ha 2.1 ha
20 人 31 人
4 人 6 人

51 百万円 296 百万円

被害なし

65ﾐﾘ程度
(1/30)

50ﾐﾘ程度
(1/10)

80ﾐﾘ程度
(1/100)

被害なし 被害なし 被害なし

被害なし

被害なし

壊滅的な被害
（浸水深3.0m以上）
（家屋流出指数

    2.5m3/s2以上）

床上浸水
（0.5m以上）

床下浸水

90ﾐﾘ程度
(1/200)

■50ミリ程度対応河道・・時間雨量65ミリ程度、80ミリ程度で危険度Ⅱの被害が解消されない

凡例
面積 （ha）
人数 （人）
高齢者人数 （人）
被害額 （百万円）

（発
生
頻
度
）

大

小

（被害の程度）

小 大

■50ミリ程度対応河道での氾濫解析結果（前川）

時間雨量90ミリ程度（1/200年）

● ：破堤地点
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案② 放水路案

←42
←36

←23
←19

上段：80ミリ程度
下段：65ミリ程度

○改修区間上流の準用河川前川と第2京阪道路の交差部より放水路を設置すること
で、下流の流量低減を図る。

○下流区間の負担を可能な限り軽減することを目的として、準用河川前川の流出量
の全量を放水路へ分流する。

○放水路は周辺環境への影響を軽減するため、シールド等によって第2京阪の側道下
に設置する（放水路下流端ではポンプにより天野川へ排水する）。

80ミリ対応
改修済

案③ 遊水地案

遊水地
２０ha

23→
19→

←42
←36

上段：80ミリ程度
下段：65ミリ程度

○改修区間上流の農地に遊水地を設置することで、下流の流量低減を図る。
○遊水地の設置地点を上流にするほど、遊水地下流の残流域流出量が増加すること
ため、下流部では遊水地による洪水調節効果が低下する。

○以上より、遊水地はJR学研都市線下流（西側）のまとまった農地部に設置することと
する。

○下流の負担を可能な限り軽減することを目的として、準用河川前川の流出量の全
量を遊水地に流入させることとする。

80ミリ対応
改修済

項目 第1案（河道改修案） 第2案（放水路案） 第3案（遊水地案）

事
業
費

65ミリ
程度対応

0.2億円 19.5億円 169.0億円

80ミリ
程度対応

0.6億円 21.8億円 197.4億円

分析結果

・計画河道の川幅は概ね現況
川幅で対応が可能。（一部未
買収地あり）
・改修工事が概ね現況河道内
で対応可能であることから、
工事進捗に対する影響が少
ない。

・第二京阪側道の地下埋設物へ
の影響がある。
・工事規模が大きくなり、完成まで
の期間が長くなる（治水効果の
発現が遅れる）。

・他の案に比べて事業費が高く、
実現性に問題がある。
・他案に比べて工事面積が広い
ため環境への影響が懸念され
る。
・工事規模が大きくなり、完成まで
の期間が長くなる（治水効果の
発現が遅れる）。

総合評価 ◯

■治水手法案として以下の3案が考えられるが、仮設定として費用の安価な河道改修案を採用

案① 河道改修案

←65
←55

80ミリ程度河床
0.75ｍ

65ミリ程度河床

50ミリ程度河床

○改修必要区間の両側には人家が立地す
ることから、計画断面は横断方向の拡幅
を最小限とし、河床掘削により必要河積を
確保することとする。

○改修河道の縦断計画は、下流の80ミリ程
度の対応河道完成区間および現況河床
勾配等を勘案して設定する。

0.5ｍ

上段：80ミリ程度
下段：65ミリ程度

80ミリ対応
改修済
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〈氾濫解析条件〉 

○河道改修による時間雨量65ミリ程度、80ミリ程度の対策を想定し、氾濫解析を実施      

○降雨波形は中央集中型とし、時間雨量80ミリ程度、90ミリ程度の2ケースを実施 

○河道と氾濫原を一体的に解析し、河道への復流を考慮 

○氾濫原のメッシュサイズは、50mメッシュ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

越流

復流

砂
子
橋

鳥
ヶ
坪
橋

京
阪
電
鉄
交
野
線

天
野
川

80ミリ程度当対応済み 65ミリ程度対応

80ミリ程度対応

 

■80ミリ程度対応河道での氾濫解析結果（前川）

時間雨量90ミリ程度（1/200年）

● ：破堤地点■65ミリ程度対応河道での氾濫解析結果（前川）

時間雨量90ミリ程度（1/200年）時間雨量80ミリ程度（1/100年）

●：破堤地点 ●：破堤地点

■65ミリ程度対応河道

凡例： 面積（ha） 人数（人） 高齢者人数（人） 被害額（百万円）

■80ミリ程度対応河道

危険度Ⅰ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ

1.3 ha 0.3 ha
12 人 10 人
3 人 2 人

31 百万円 29 百万円

0.3 ha 1.3 ha
0 人 23 人
0 人 5 人
0 百万円 155 百万円

被害なし 被害なし 被害なし

被害なし 被害なし 被害なし

床上浸水
（0.5m以上）

壊滅的な被害
（浸水深3.0m以上）
（家屋流出指数

    2.5m
3
/s

2
以上）

被害なし

被害なし

65ﾐﾘ程度
(1/30)

80ﾐﾘ程度
(1/100)

50ﾐﾘ程度
(1/10)

床下浸水

90ﾐﾘ程度
(1/200)

（発
生
頻
度
）

大

小

（被害の程度）

小 大

危険度Ⅰ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ

1.1 ha 0.3 ha
12 人 10 人
3 人 2 人

31 百万円 29 百万円

床下浸水 床上浸水
（0.5m以上）

壊滅的な被害
（浸水深3.0m以上）
（家屋流出指数

2.5m3/s2）

被害なし 被害なし

被害なし

被害なし 被害なし 被害なし

被害なし 被害なし 被害なし

50ﾐﾘ程度
(1/10)

80ﾐﾘ程度
(1/100)

90ﾐﾘ程度
(1/200)

65ﾐﾘ程度
(1/30)

被害なし

（被害の程度）

小 大

（発
生
頻
度
）

大

小

凡例： 面積( ha)  人数(人) 高齢者人数(人) 被害額(百万円) 
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65ミリ程度対応 80ミリ程度対応

総便益（億円） 0.9 1.1

総費用（億円） 0.1 0.5

B-C（億円） 0.8 0.6

EIRR（%） 39 12
＞

※上記経済評価は65ミリ程度、80ミリ程度と
もに整備期間1年としており、評価期間50年
の現在価値化後の値を記載

■50ミリ程度対応後から65ミリ程度及び80ミリ程度対応

当面の治水目標を時間雨量65ミリ程度対応とする。

■参考（現況から65ミリ程度又は80ミリ程度対応）

65ミリ程度対応 80ミリ程度対応

総便益（億円） 126 124

総費用（億円） 6.8 7.1

B-C（億円） 119 117

EIRR（%） 95 84
＞

※上記経済評価は65ミリ程度は整備期間7年、80ミリ程度は整備期間8年としており、各々、評価期間50年の現在価値化後
の値を記載
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第2章 河川整備の実施に関する事項 

第1節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに該当河川工事の施行により設置される河川管理施設

の機能の概要 

1. 洪水対策 

前川、穂谷川では、当面の治水目標に従い、表-2.1、図-2.1 に示すように整備対象区間において、
河道拡幅、河床掘削等による洪水対策を行います。 

表-2.1 計画対象区間 

河川名 整備対象区間 整備長延長（km） 

前川 砂子橋上流～京阪交野線下流 
（0.3㎞～0.7㎞） 

約0.4km 

穂谷川 馬場前
ば ば さ き

橋
ばし

上流～穂谷川新橋（国道１号） 
（1.1㎞～3.4㎞） 

約2.3km 

穂谷川新橋（国道１号）～山田池橋 
（3.4㎞～4.4㎞） 

約1.0km 

山田池橋～新
しん

上渡場
かみわたりば

橋
はし

下流 
（4.4㎞～7.7㎞） 

約3.3km 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.1 河川整備計画対象区間 

凡 例 
 

整備区間 

河川 

流域界 

行政界 

河川区域 

砂
子
橋 
京
阪
交
野
線 
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(1)前川 

 

   
 

                                                            

                                                 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                  

 

前川については、表-2.2、図-2.2、図-2.3に示すように時間雨量 65ミリ程度の降雨による洪水を対
象に整備を行います。 

表-2.2 計画対象区間整備内容 

河川名 整備対象区間 整備内容 

前川 砂子橋上流 

～京阪交野線下流 

（0.3㎞～0.7㎞） 

河道拡幅及び河床掘削により流下能力を確

保します。 
河道改修の際には、隣接する住宅地との景観

の調和並びに現況の自然環境に配慮し、河岸の

保全、上下流の生物移動の連続性の確保に努め

ます。 
 

図-2.2 整備対象区間平面図 

図-2.3 整備断面例（0.5ｋｍ付近 砂子橋上流地点） 

 

現況断面 

整備断面 

河道掘削 

H.W.L 

4.65m 

3.15m 

0.6m 

現況断面 

整備断面 

河道掘削 
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H.W.L 

11.0m

山田池公園 

(2)穂谷川 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

穂谷川については、表-2.3、図-2.4～2.7に示すように時間雨量 80ミリ程度の降雨による洪水を対象
に整備を行います。 

表-2.3 整備対象区間と整備内容 

河川名 整備対象区間 整備内容 

谷川 ①馬場前
ば ば さ き

橋
ばし

上流 

～穂谷川新橋 

（国道1号） 

（1.1㎞～3.4㎞） 

河床掘削及び既設護岸の根固めにより流下能力を確保すると

ともに、老朽化護岸対策として既設護岸の積み替えを行います。 
河道改修の際には、隣接する住宅地との景観の調和並びに現

況の自然環境に配慮し、河岸やみお筋の保全、上下流の生物移動

の連続性の確保に努めます。 
②穂谷川新橋 

（国道1号） 

～山田池橋 

（3.4㎞～4.4㎞） 

河道拡幅及び河床掘削により流下能力の確保を行うととも

に、堤防の補強を行います。 
河道改修の際には、隣接する府営山田池公園や住宅地との景

観の調和並びに現況の自然環境に配慮し、河岸やみお筋の保全、

上下流の生物移動の連続性の確保に努めます。なお、府営山田池

公園付近は、公園計画と一体となった河川整備や水辺空間の整備

を行います。 
③山田池橋 

～新
しん

上渡場
かみわたりば

橋
はし

下流 

（4.4㎞～7.7㎞） 

河床掘削により流下能力を確保します。 
河道改修の際には、周辺の田園風景との景観の調和並びに現

況の自然環境に配慮し、河岸やみお筋の保全、上下流の生物移動

の連続性の確保に努めます。 
 

＊山田池公園側の法勾配は、植生に配慮し 

変化をつけるものとします。 

図-2.4 整備対象区間平面図  

図- 2.7 整備断面例（4.4ｋｍ付近 山田池橋上流地点） 

図- 2.6 整備断面例（4.1ｋｍ付近 山田池公園地点） 

図- 2.5 整備断面例（1.4ｋｍ付近 国道1号下流地点） 

穂谷川 第
二
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H.W.L 1.0m 

14.0m 

3.7m 

現況断面 

整備断面 

河道掘削 

現況断面 

整備断面 

河道掘削 

 

 

H.W.L 

2.5m
3.3m 

現況断面 

整備断面 

河道掘削 

0.8m

7.9m

0.8m

3.6m
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2. 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持 

流水の正常な機能を維持し適正な河川管理を行うため、継続的な雨量、水位の観測データの蓄積と分析

による水量の状況把握や取水堰等の流水の利用実態の調査を行います。 

                                                                                                                             

3. 河川環境の整備と保全 

河川環境の整備にあたっては、流域が持つ歴史・文化・景観や自然環境に配慮し、生物の生息・生育環

境、景観等の保全、水質の改善に努めます。 

 

(1)河川における連続性の確保 

農業用の取水堰や床止め工等の河川横断構造物の利用実態の把握に努め、利用実態のない取水堰の撤去

や床止め工の改善と合わせて、魚道の設置等により上下流の連続性の確保に努めます。また、整備や補修

を実施する際には、自然環境や景観に配慮し、適切な対策を行います。 
なお、淀川本川との合流点付近の落差については、改善の必要性や実現性等について関係機関と協議を

行います。 

 

(2)水質の改善 

環境基準を満足することはもとより、多様な生物の生息・生育環境を保全するため、流域市の環境部局

による行政指導や下水道整備・接続を促進し、河川への生活排水の流入の削減に努めます。また、関係機

関や地域住民、学校、NPO等と連携し、水質改善に向けた環境学習、啓発活動等を進めます。 

 

(3)自然環境 

瀬や淵、河道内の植生など良好な自然環境が見られる箇所もあり、河川整備にあたっては河床の平坦化

を避け、瀬や淵の形成を促すなど、可能な限り自然環境の保全を図り、動植物の生息・生育環境の保全・

再生に努めます。 

 

(4)景観・親水性 

河川整備の際には、河川周辺の土地利用などと調和した河川景観の形成に努めます。 
周囲の景観に配慮した護岸材料の選定などの工夫を行うとともに整備区間の現地状況及び多自然川づ

くりの必要性を検討の上、瀬と淵、水際植生の保全・再生を行います。 
なお、穂谷川では、隣接する府営山田池公園から穂谷川へのアクセスが確保できるよう公園計画と一体

となった河川整備を行い、安全対策と利用ルールを策定の上、水辺に触れ合えるような親水空間を創出し

ます。 
また、アドプト・リバー・プログラムや河川環境学習等により、河川が住民の活動の場として活用され

るよう、河道内へのアクセスの乏しい河川では、安全対策と利用ルールを策定し、親水階段の設置等、ア

クセスの改善を図ります。 
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第2節 河川の維持の目的、種類及び施工の場所 

河川の維持管理は、災害の発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整

備と保全の観点から、河川の有する治水、利水、環境などの機能を十分に発揮させるよう適切に行います。 

 

1. 河川管理施設 

平成 25 年 6 月の河川法改正により、河川管理者及び許可工作物の管理者は、河川管理施設、許可工

作物を良好な状態に保つよう維持修繕しなければならないことが明確化され、更に河川法施行令により、

有堤区間等については、１年に１回以上の適切な頻度で目視等により点検を実施することが定められまし

た。河川法の改正を受け、引き続き、堤防及び護岸等の河川管理施設の機能や河川の流下能力を確保する

ため、施設の定期点検や必要に応じた緊急点検を実施し、構造物の損傷、劣化状況の把握に努め、人命を

守ることを最優先に、地先の危険度や土地利用状況などを考慮し優先順位を定めて、危険度の高い箇所か

ら計画的に補修を行います。また、地域住民にも身近な河川管理施設の状況を伝えるため、それらの点検

結果を公表します。許可工作物の管理者に対しても、河川法の改正に基づき、適切に点検を実施し、維持

修繕を行うよう周知徹底していきます。 

さらに、維持管理の基本となる河道特性や河川管理施設の情報を整理・蓄積し、河川カルテ16)を作成す

るとともに維持管理計画を策定して、計画的かつ効率的な維持管理を行います。 

なお、洪水により、堤防等の河川管理施設が被災した際には、二次災害を防止するために応急的な対策

を行い、出水後すみやかに機能回復を行います。 

2. 許可工作物 

取水堰や橋梁等、河川管理者以外の者が管理を行う許可工作物については、施設管理者に対して許可工

作物を良好な状態に保つよう河川管理施設と同等の点検及び維持、修繕の実施を指導するなど、河川の治

水機能を低下させないよう適正な維持管理に努めます。 

3. 河川空間の管理 

河川空間の維持管理にあたっては、より一層、日常的に河川空間が活用され、川に親しみ愛着をもてる

ように、さまざまな地域団体の活動や教育機関と連携し、河川美化活動や環境学習の促進等に努めていき

ます。 

河川区域で違法に行われている耕作、工作物の設置等を監視・是正するため、定期的に河川巡視を行う

とともに、地域や関係機関との連携により、監視体制を重層化します。 

不法投棄等により放置されたゴミに対しては、河川巡視等において適宜回収するとともに、不法投棄等 

を無くすために流域市と連携した河川巡視の実施や地域住民、ボランティア団体、自治体等と協働で定期

的な河川美化活動等を行うことにより地域住民等の美化意識の向上に努め、きれいな河川空間の維持に努

めます。 

また、天野川や穂谷川などでは、アドプト・リバー・プログラムの参加団体、NPO法人等、幅広い市民

活動が行われており、こういった活動と同時に河川美化活動を行うことにより地域住民等の河川への愛着

をもてるように努めます。 

                                                   
16) 河川カルテ：河川巡視や点検の結果、維持管理や河川工事の内容等を継続的に記録するものであり、河道や施設の状態を把握し、適切

な対応を検討する上での基礎となる資料。 

補修前 

天野川橋梁 

補修後 

穂谷川床止め工 

河川美化活動 

船橋川床止め工

許可工作物 

穂谷川土砂堆積状況 

穂谷川補修例（国道1号上流） 
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第3章 その他河川整備を総合的に行うための必要な事項 

第1節 地域や関係機関との連携に関する事項 

治水施設による対応には限界があることから、雨が降っても河川に流入する量を減らすための流出抑制に積極的に取り組みます。 
具体的には、ため池は雨水貯留機能を有することから、大阪府農林部局等と連携し、流域内に多数点在するため池の雨水貯留機能の保全やため池管理者に対して大雨に備えるための水位低下を呼びかけるなど、

治水へのため池の活用手法を検討していきます。また、道路・公園・学校グラウンド等の公共施設を利用した雨水貯留施設の設置を施設管理者に働きかけるとともに、住宅等の開発行為に伴い開発事業者に設置

を指導して暫定的に設置された調整池等の流出抑制施設を恒久的に存続させる制度を検討していきます。その他、水源涵養17)・保水機能維持のための農地・森林の保全や、河川氾濫や浸水が起こった場合でも、

被害を軽減できるまちづくりに向けて、建物の耐水化や望ましい土地利用を誘導する等の施策を推進していきます。さらに、地域住民に対して各戸貯留施設の設置により流出量を低減させるなどの意識を向上さ

せる啓発活動を進めていきます。 
流域においては、古くから河川、取水堰及びため池を活用した水利用が行われてきた歴史や文化を踏まえ、上下流の連続性の観点から取水堰の運用や構造、水利用について農業関係機関と連携し、水環境の一

層の向上に向けた連携に努めます。 
また、流域市には数多くの市民団体が存在し、地域の市民団体による水生生物観察会や清掃活動、住民と連携した堤防への桜の植樹、高水敷に設置された芝生広場や親水広場を活用した河川愛護活動などの取

組みを積極的に支援し、河川環境の保全・再生に向け、地域住民と連携した維持管理ができるように努めます。 
今後、これらの活動のさらなる発展と同様の活動が流域全体に広がるように、多様な主体との協働・連携を図り、良好な河川環境の維持に努めます。 

 

 

 

• 雨が降っても河川へ出る水量を減らす。         ⇒流出抑制 

• 河川堤防の決壊による氾濫をできるだけ回避するなど、 

河川へ出てきた水は可能な限りあふれさせない。     ⇒治水施設の保全・整備 

• 河川からあふれても被害が最小限となる街をつくる。   ⇒耐水型都市づくり 

• 河川からあふれそうなときはできるだけ早く逃げる。   ⇒情報伝達・避難 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17) 涵養：:降水や河川水が帯水層に浸透し、地下水になること。  

  

 
 

船橋川 穂谷川 

天野川水辺プラザ 
天野川 天野川 

図-3.2 地域活動 

 

穂谷川 

図-3.1 各手法の考え方 
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第2節 河川情報の提供に関する事項 

河川氾濫や浸水に対しては、住民が的確に避難行動をとれるよう、水害に強い地域づくり協議会18)や流域市と連携し、①現状の河川氾濫・浸水による危険性の周知、②必要な情報の提供・伝達、③住民の防災

意識の醸成に努めます。なお、避難行動に必要な情報については、行政からの一方的なものにとどまらず、地域特性に応じたものとなるように、ワークショップ等を通じて、住民からの過去の浸水被害等の情報

を取り入れつつ構築していきます。 
具体的には、これまでの洪水ハザードマップによる情報提供に加え、時間雨量50ミリ程度、時間雨量65ミリ程度、時間雨量80ミリ程度、時間雨量90ミリ程度19)の4ケースによる地先の危険度をわかりやす
く周知する洪水リスク表示図の公表を行っています。また、地域単位でのワークショップの開催等によって地域住民へ洪水リスクの周知を図るとともに、過去の災害実績や避難経路を確認し、防災マップ作成や

簡易型図上訓練20等を行うことで、洪水だけでなく土砂災害等の地域特有の災害リスクを踏まえ住民が自ら行動できる避難体制づくり（自主防災組織の設立、防災リーダー育成等）に取り組みます。 
さらに、現在実施しているホームページ、地上波デジタル放送等での情報提供（雨量、水位）に加え、流域市が発表する避難情報や住民の自主避難の参考となる情報を提供できるよう、より効果的な手法の検

討に努めます。 

  
図-3.3 洪水リスク表示図（1/200確率雨量 危険度図） 図-3.4 おおさか防災ネット 

  
図-3.5 地上デジタル放送の画面例 図-3.6 地域版水防災マップのイメージ 

 
                                                   

18) 水害に強い地域づくり協議会：国土交通近畿地方整備局が事務局となり、河川管理者、自治体、住民等から構成され、①自分で守る（情報伝達、避難体制整備）、②みんなで守る（水防活動、河川管理施設運用）、③地域で守る（まちづくり、地域整備）の観点から関係者と連携しなが
ら水害に対する備えを行っていく協議会。  
19)  時間雨量90ミリ程度：200年に1度程度発生する恐れのある雨量（淀川左岸ブロックでは、時間雨量83.1mm、24時間雨量267.1mm）。統計学上は、毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/200であること。 
20) 簡易型図上訓練：広げた地図を囲み、知りえた情報等を、皆で一緒に議論しながら、簡単に災害対応策を考える災害対応トレーニング 


